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理
事
会
で
坂
本
会
長
は
︑

﹁
令
和
６
年
３
月
ま
で
の

時
限
措
置
が
適
用
さ
れ
て

い
る
﹃
荷
主
対
策
の
深
度

化
﹄と﹃
標
準
的
な
運
賃
﹄

に
つ
い
て
は
︑
働
き
方
改

革
の
実
現
と
安
定
的
な
輸

送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
向

け
て
︑
継
続
的
に
運
用
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
︒
全

ト
協
で
は
５
月
16
日
以

降
︑
与
野
党
の
国
会
議
員

の
先
生
方
に
対
し
︑
時
限

措
置
延
長
の
意
義
に
つ
い

て
強
く
訴
え
て
き
た
︒
改

正
法
成
立
に
向
け
て
は
ス

ム
ー
ズ
に
進
ん
で
お
り
︑

早
々
に
参
議
院
本
会
議
で

可
決
・
成
立
す
る
の
で
は

な
い
か
﹂
と
の
見
通
し
を

語
っ
た
︒

　

ま
た
︑
政
府
の
﹁
我
が

国
の
物
流
の
革
新
に
関
す

る
関
係
閣
僚
会
議
﹂（
議

長
:
松
野
博
一
内
閣
官

房
長
官
）
に
お
い
て
︑﹁
２

０
２
４
年
問
題
﹂
解
消
に

向
け
て
緊
急
に
取
り
組
む

べ
き
対
策
を
ま
と
め
た

﹁
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
﹂
に

つ
い
て
も
言
及
︒﹁
政
策
パ

ッ
ケ
ー
ジ
に
は
︑
荷
主
・

運
送
事
業
者
間
等
の
商
慣

行
の
見
直
し
や
︑
物
流
の

標
準
化
・
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ

ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ

ョ
ン
）・
Ｇ
Ｘ
（
グ
リ
ー
ン

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ

ン
）
等
に
よ
る
効
率
化
の

推
進
︑
荷
主
企
業
や
消
費

者
の
行
動
変
容
を
促
す
し

く
み
の
導
入
な
ど
の
施
策

が
盛
り
込
ま
れ
る
︒
ソ
フ

ト
・
ハ
ー
ド
の
両
面
で
︑

こ
れ
ま
で
運
送
事
業
者
が

抱
え
て
き
た
負
担
や
負
荷

を
軽
減
さ
せ
︑
業
界
の
健

全
な
発
展
に
繋
げ
る
こ
と

が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
主
目
的
︒

我
々
も
政
府
と
一
体
と
な

っ
て
︑
ト
ラ
ッ
ク
物
流
の

維
持
に
向
け
て
抜
本
的
・

総
合
的
対
策
に
全
力
で
取

り
組
ん
で
い
く
時
で
あ
る
﹂

と
強
く
訴
え
た
（
詳
細
２

面
）︒

　

議
事
で
は
︑
①
会
員
の

入
退
会
お
よ
び
代
表
者
の

変
更
（
案
）︑
②
令
和
４

年
度
事
業
報
告
書（
案
）︑

③
４
年
度
計
算
書
類
（
貸

借
対
照
表
（
案
）︑
正
味

財
産
増
減
計
算

書
﹇
案
﹈
お
よ

び
収
支
計
算
書

﹇
案
﹈）︑
④
第

１
０
０
回
通
常

総
会
の
招
集
︱

︱
に
つ
い
て
︑

原
案
通
り
承

認
︒
事
業
報
告

書
に
つ
い
て
は

第
１
０
０
回
通

常
総
会
で
報
告

す
る
と
と
も

に
︑
計
算
書
類

等
の
各
案
に
つ
い
て
は
同

通
常
総
会
に
上
程
す
る
︒

　

報
告
事
項
で
は
︑
①
業

界
を
取
り
巻
く
最
近
の
動

向
︑②
道
路
問
題
の
近
況
︑

③
多
重
構
造
の
是
正
︑
④

第
１
０
０
回
通
常
総
会
ス

ロ
ー
ガ
ン
︑
⑤
定
款
第
27

条
に
基
づ
く
業
務
報
告
︱

︱
な
ど
に
つ
い
て
報
告
︒

①
で
は
︑﹁
２
０
２
４
年
問

題
﹂
に
対
す
る
最
近
の
動

向
や
︑
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
法
の
時
限
措
置
延

長
︑
ま
た
︑
運
輸
事
業
振

興
助
成
交
付
金
制
度
の
意

義
や
今
後
の
在
り
方
を
検

討
す
る
た
め
に
５
月
に
第

１
回
委
員
会
を
開
催
し
た

﹁
国
民
生
活
の
利
便
性
の

向
上
に
係
る
将
来
ビ
ジ
ョ

ン
検
討
委
員
会
﹂（
委
員

長
:
杉
山
武
彦
一
橋
大

学
名
誉
教
授
）に
つ
い
て
︑

桝
野
龍
二
理
事
長
が
報
告

を
行
っ
た
︒ま
た
︑②
で
は
︑

令
和
６
年
度
ト
ラ
ッ
ク
関

係
施
策
に
関
す
る
要
望
書

に
つ
い
て
︑
松
崎
宏
則
専

務
理
事
が
説
明
︒
ま
た
︑

５
月
16
日
に
開
催
さ
れ
た

全
国
道
路
利
用
者
会
議

（
会
長
:
古
賀
誠
元
自

由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

の
第
75
回
定
時
総
会
に
つ

い
て
報
告
し
た
（
本
紙
６

月
１
日
号
既
報
）︒

　

な
お
︑
会
の
冒
頭
︑
来

賓
と
し
て
国
土
交
通
省
の

丹
羽
克
彦
道
路
局
長
と
堀

内
丈
太
郎
自
動
車
局
長
が

あ
い
さ
つ
を
し
た
ほ
か（
詳

細
２
面
）︑
小
熊
弘
明
自

動
車
局
貨
物
課
長
が
来
賓

と
し
て
出
席
し
た
︒

　

政
府
は
６
月
２
日
︑
第
２

回
﹁
我
が
国
の
物
流
の
革
新

に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
﹂

を
開
催
し
︑﹁
物
流
革
新
に

向
け
た
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
﹂

を
取
り
ま
と
め
た
︒

　

物
流
の
停
滞
が
懸
念
さ
れ

る
﹁
２
０
２
４
年
問
題
﹂
に

直
面
し
て
い
る
中
︑
何
も
対

策
を
講
じ
な
け
れ
ば
︑
２
０

２
４
年
度
に
は
14
％
︑
２
０

３
０
年
度
に
は
34
％
の
輸
送

力
不
足
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
︒
そ
の
た
め
︑
同
パ
ッ
ケ

ー
ジ
は
︑
荷
主
企
業
︑
物
流

事
業
者
︑
一
般
消
費
者
が
協

力
し
て
我
が
国
の
物
流
を
支

え
る
た
め
の
環
境
整
備
に
向

け
て
︑①
商
慣
行
の
見
直
し
︑

②
物
流
の
効
率
化
︑
③
荷
主

・
消
費
者
の
行
動
変
容
︱
︱

に
関
す
る
抜
本
的
・
総
合
的

な
対
策
と
し
て
策
定
さ
れ
た

（
詳
細
３
・
４
面
）︒

　

２
０
２
４
年
初
め
に
は
︑

通
常
国
会
で
の
法
制
化
も
含

め
た
規
制
的
措
置
の
具
体
化

を
図
る
な
ど
︑
具
体
的
な
成

果
を
得
ら
れ
る
よ
う
取
り
組

み
を
進
め
て
い
く
︒

　

岸
田
文
雄
内
閣
総
理
大
臣

は
同
会
議
の
中
で
︑﹁
荷
主
︑

物
流
事
業
者
︑
消
費
者
が
一

体
と
な
り
︑
物
流
を
支
え
る

こ
と
が
不
可
欠
だ
︒
パ
ッ
ケ
ー

ジ
に
示
し
た
目
標
を
着
実
に

達
成
し
︑
２
０
２
４
年
問
題
の

解
決
を
図
る
﹂と
強
調
し
た
︒

　

な
お
︑
同
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に

基
づ
く
施
策
の
一
環
と
し
て
︑

同
日
︑
経
済
産
業
省
︑
農
林

水
産
省
︑
国
土
交
通
省
は
︑

発
・
着
荷
主
事
業
者
︑
物
流

事
業
者
が
早
急
に
取
り
組
む

べ
き
事
項
を
ま
と
め
た
﹁
物

流
の
適
正
化
・
生
産
性
向
上

に
向
け
た
荷
主
事
業
者
・
物

流
事
業
者
の
取
組
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂
を
策
定
し

た
（
詳
細
８
面
）︒

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は
６
月
１
日
、
第
２
０
０
回
理
事
会
を
開
催
し
、
６

月
29
日
に
開
催
予
定
の
第
１
０
０
回
通
常
総
会
へ
の
上
程
議
案
を
承
認
し
た
。

　

理
事
会
で
は
冒
頭
、
坂
本
克
己
会
長
が
あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
貨
物
自
動
車
運

送
事
業
法
に
関
し
て
、
時
間
外
労
働
規
制
が
適
用
さ
れ
る
令
和
６
年
３
月
ま
で

の
時
限
措
置
と
さ
れ
て
い
る
﹁
荷
主
対
策
の
深
度
化
﹂
や
﹁
標
準
的
な
運
賃
﹂

に
つ
い
て
、﹁
当
分
の
間
﹂
の
措
置
と
す
る
た
め
の
改
正
法
律
案
が
、
理
事
会

当
日
と
な
る
６
月
１
日
に
衆
議
院
本
会
議
で
可
決
し
た
こ
と
を
紹
介
。
会
場
の

出
席
者
か
ら
は
大
き
な
拍
手
が
沸
き
起
こ
っ
た
。

「パッケージに示した目標を着実に達成し、2024年問題の解決を図る」と強調した岸田内閣総理大臣
（６月２日、第２回「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」首相官邸ＨＰより）

坂本　克己 全日本トラック協会会長

① 荷主の経営者層の意識改革・行動変容を促す規制的措置等の導入(※)

② 荷主・物流事業者の物流改善を評価・公表する仕組みの創設
③ 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み
④ 再配達削減に向けた取組み（再配達率「半減」に向けた対策含む）
⑤ 物流に係る広報の推進

① 即効性のある設備投資の促進（バース予約システム、フォークリフト導入、自動化・機械化等）
② 「物流GX」の推進

（鉄道・内航海運の輸送力増強等によるモーダルシフト、車両・船舶・ 物流施設・港湾等の脱炭素化等）
③ 「物流DX」の推進

（自動運転、ドローン物流、自動配送ロボット、港湾AIターミナル、サイバーポート、フィジカルインターネット等）
④ 「物流標準化」の推進（パレットやコンテナの規格統一化等）
⑤ 道路・港湾等の物流拠点（中継輸送含む）に係る機能強化・土地利用最適化や物流ネットワークの形成支援
⑥ 高速道路のトラック速度規制（80km/h）の引上げ
⑦ 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現
⑧ 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上
⑨ ダブル連結トラックの導入促進
⑩ 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し
⑪ 地域物流等における共同輸配送の促進(※)

⑫ 軽トラック事業の適正運営や輸送の安全確保に向けた荷主・元請事業者等を通じた取組強化(※)

⑬ 女性や若者等の多様な人材の活用・育成

① 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減（荷待ち、荷役時間の削減等）に向けた規制的措置等の導入(※)

② 納品期限（3分の1ルール、短いリードタイム）、物流コスト込み取引価格等の見直し
③ 物流産業における多重下請構造の是正に向けた規制的措置等の導入(※)

④ 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続的なフォロー及びそのための体制強化（トラックGメン（仮称））
⑤ 物流の担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化等の取組み(※) 

⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底 2030年度分についても、2023年内に中長期計画を策定

： 4.5ポイント
： 6.3ポイント
： 0.5ポイント
： 3.0ポイント

・ 通常国会での法制化も含めた規制的措置の具体化

「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント

１．具体的な施策

（１）商慣行の見直し

（２）物流の効率化

（3）荷主・消費者の行動変容

２．施策の効果（2024年度分）

・ 荷待ち・荷役の削減
・ 積載効率の向上
・ モーダルシフト
・ 再配達削減

3時間 → 2時間×達成率3割
38％ → 50％ ×達成率2割
3.5億トン → 3.6億トン
12％ → 6％

３．当面の進め方

合計： 14.3ポイント

2024年初

2023年末まで

・ トラック輸送に係る契約内容の見直しに向けた「標準運送約款」
「標準的な運賃」の改正等

・ 再配達率「半減」に向けた対策
・ 2024年度に向けた業界・分野別の自主行動計画の作成・公表
・ 2030年度に向けた政府の中長期計画の策定・公表

速やかに実施 ・ 2024年における規制的措置の具体化を前提とした
ガイドラインの作成・公表等

令和5年6月2日
我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議

2024年初に政策パッケージ全体のフォローアップ

（施策なし） （効果）（施策あり）

● 物流は国民生活や経済を支える社会インフラであるが、担い手不足、カーボンニュートラルへの対応など様々な課題。さらに、物流産業を魅力ある職場とするため、トラックドライバーの働き方改革に関する法律
が2024年4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。

● 何も対策を講じなければ、2024年度には14％、2030年度には34％の輸送力不足の可能性。
● 荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、（１）商慣行の見直し、（２）物流の効率化、（３）荷主・消費者の行動変容

について、抜本的・総合的な対策を「政策パッケージ」として策定。
中長期的に継続して取り組むための枠組みを、次期通常国会での法制化(※)も含め確実に整備。

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法
律案の審議状況について熱弁する坂本会長

（6月1日、全ト協）

堀内　丈太郎
国土交通省自動車局長

丹羽　克彦
国土交通省道路局長

「物流危機」の解決に向け政策パッケージを取りまとめる!!「物流危機」の解決に向け政策パッケージを取りまとめる!!
政府が一体となって「商慣行の見直し」「物流の効率化」などに取り組む！
全国の事業者の熱意が実る！

「荷主対策の深度化」「標準的な運賃」の延長に向けて!
全
ト
協 

第
２
０
０
回
理
事
会

坂本会長「当分の間」は事業者と荷主が対等
3 3 3 3 3 3 3 3 3

になるまで !!

発行所公益社団法人

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地5
全日本トラック総合会館

☎（03）3354-1029（総務部広報室）
https://jta.or.jp

6月10日号
（定価・税込348円／会員の購読料は会費に含みます）

※紙面に関する問い合わせは広報室まで

毎月1日・15日発行
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ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

物流ジャーナリスト　森田 富士夫

　
﹁
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
と
︑

ド
ラ
イ
バ
ー
の
賃
金
が
減
る
﹂
と

い
わ
れ
る
︒
だ
が
︑﹁
そ
れ
で
は
働

き
方
改
革
の
本
意
に
反
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
と
考
え
る
事

業
者
が
少
し
ず
つ
増
え
て
き
た
︒

﹁
当
面
は
賃
金
を
減
ら
さ
ず
時
短

を
進
め
︑
い
ず
れ
は
賃
金
も
増
や

し
て
い
く
よ
う
に
す
る
﹂
と
い
う

考
え
方
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は

﹁
標
準
的
な
運
賃
﹂
や
標
準
運
送

約
款
な
ど
に
基
づ
い
て
原
資
を
確

保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
こ

こ
で
は
﹁
ド
ラ
イ
バ
ー
の
賃
金
の

固
定
化
﹂
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に

し
よ
う
︒

　

ド
ラ
イ
バ
ー
が
34
人
で
保
有
車

両
数
33
台
規
模
の
関
東
運
輸
局
管

内
の
あ
る
事
業
者
は
︑
待
機
時
間

の
短
縮
を
最
重
要
課
題
と
し
て
取

り
組
ん
で
い
る
︒﹁
１
日
の
拘
束
時

間
の
う
ち
︑
平
均
２
~
３
時
間
が

待
機
時
間
に
な
っ
て
い

る
︒
そ
れ
を
１
時
間
短

縮
で
き
れ
ば
︑
稼
働
日

を
月
22
日
と
し
て
１
か

月
22
時
間
の
短
縮
に
な

り
︑
９
６
０
時
間
は
ク

リ
ア
で
き
る
﹂か
ら
だ
︒

　

そ
の
た
め
︑
待
機
時

間
の
デ
ー
タ
を
正
確
に

把
握
し
て
労
働
時
間
短

縮
に
活
用
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を

独
自
に
開
発
し
た
（
特
許
出
願

中
）︒
待
機
時
間
と
い
っ
て
も
︑

ド
ラ
イ
バ
ー
が
指
定
時
間
よ
り

早
く
到
着
す
れ
ば
︑
指
定
時
間

ま
で
の
間
は
﹁
自
己
都
合
待
機

時
間
﹂
と
カ
ウ
ン
ト
し
︑
指
定

時
間
か
ら
実
際
の

荷
役
ま
で
の
時
間

を
﹁
荷
主
都
合

待
機
時
間
﹂
と

分
類
︒
後
者
に
つ

い
て
︑
荷
主
と
短

縮
を
検
討
す
る
と

い
う
考
え
方
だ
︒

８
月
か
ら
導
入

し
︑
１
か
月
の
デ

ー
タ
を
基
に
︑
９

月
か
ら
﹁
荷
主

都
合
待
機
時
間
﹂

の
短
縮
を
荷
主
と

検
討
す
る
︒

　

こ
れ
な
ら
﹁
時

間
を
短
縮
し
て
も

仕
事
量
は
同
じ
な

の
で
︑
仮
に
運
賃
が
変
わ
ら
な

く
て
も
給
料
は
維
持
で
き
る
﹂︒

だ
が
︑同
社
で
は
５
月
か
ら
﹁
改

正
改
善
基
準
告
示
﹂
に
適
応
し

た
賃
金
体
系
に
し
た
︒
従
来
か

ら
﹁
固
定
給
＋
固
定
残
業
代

＋
歩
合
（
乗
務
手
当
な
ど
含

む
）﹂と
い
う
賃
金
体
系
だ
っ
た
が
︑

﹁
固
定
残
業
時
間
を
45
時
間
に
し

た
﹂
の
で
あ
る
︒
過
労
死
認
定
の

残
業
時
間
が
変
わ
っ
て
き
た
の
で
︑

弁
護
士
や
社
会
保
険
労
務
士
と

検
討
し
て
き
た
結
果
だ
︒
だ
が
︑

こ
れ
は
暫
定
的
な
賃
金
体
系
で
︑

﹁
待
機
時
間
の
デ
ー
タ
が
充
実
し

て
き
た
ら
︑
抜
本
的
な
賃
金
体
系

の
見
直
し
を
す
る
︒
新
た
な
手
当

を
つ
け
る
か
基
本
給
を
増
や
す
か

は
︑
今
後
の
検
討
課
題
﹂
だ
︒

　

や
は
り
昨
年
11
月
か
ら
固
定
賃

金
を
採
用
し
た
の
は
︑
ド
ラ
イ
バ

ー
が
93
人
で
保
有
車
両
数
が
82
台

の
中
部
運
輸
局
管
内
の
事
業
者

だ
︒同
社
の
７
割
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
︑

﹁
２
０
２
４
年
問
題
﹂
や
﹁
改
正

改
善
基
準
告
示
﹂
に
つ
い
て
は
問

題
な
い
︒
や
や
改
善
が
必
要
な
の

は
中
長
距
離
輸
送
部
門
だ
が
︑
一

部
に
中
継
輸
送
方
式
を
導
入
し
て

い
る
︒
だ
が
︑
待
機
時
間
が
長
く

﹁
時
給
換
算
で
は
安
い
の
で
︑
収

入
を
減
ら
さ
ず
に
土
曜
日
の
有
給

休
暇
消
化
で
月
20
日
稼
働
に
し
︑

賃
金
は
基
本
給
＋
み
な
し
残
業
代

（
１
・
25
）
＋
調
整
金
の
固
定
給

に
し
た
﹂
の
で
あ
る
︒

　

今
後
の
課
題
は
︑﹁
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
と
賞
与
支
給
を
ど
れ
だ
け
実
現

で
き
る
か
﹂
と
し
て
い
る
︒

第
321
回

時短に対応して固定賃金化が進む

　
　
　
　

︻
解
説
︼
労
働
基
準
法
第
24
条
に
よ

り
︑
賃
金
は
︑﹁
通
貨
で
﹂﹁
直
接
労

働
者
に
﹂﹁
そ
の
全
額
を
﹂﹁
毎
月
１

回
以
上
﹂﹁
一
定
の
期
日
を
定
め
て
﹂

支
払
う
と
い
う
の
が
原
則
で
す
︒
た

だ
し
︑
使
用
者
が
労
働
者
の
同
意
を

　
今
回
解
禁
に
な
っ
た
デ
ジ
タ
ル

払
い
を
含
め
、
賃
金
を
労
働
基
準

法
第
24
条
で
定
め
た
「
通
貨
払

い
」
以
外
の
方
法
で
支
払
う
場
合

は
、
労
働
者
の
同
意
が
必
要
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
ど

の
よ
う
な
方
法
で
同
意
を
得
れ
ば

よ
い
の
か
お
教
え
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
労
働
者
の
方
か
ら
賃
金
の
デ

ジ
タ
ル
払
い
を
求
め
ら
れ
た
場
合

に
は
、
使
用
者
は
必
ず
応
じ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

 第269回 

「通貨払い」以外
で必要な労働者の
同意の取得方法は

得
た
場
合
に
は
︑
通
貨
払
い
に
代
え
︑

従
来
か
ら
の
預
貯
金
口
座
へ
の
振
り

込
み
ま
た
は
証
券
総
合
口
座
へ
の
払

い
込
み
の
方
法
に
加
え
︑
今
回
解
禁

と
な
っ
た
指
定
資
金
移
動
業
者
口
座

へ
の
資
金
移
動
の
方
法
（
デ
ジ
タ
ル

払
い
）
に
よ
り
支
払
う
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
（
労
働
基
準
法
施
行

規
則
第
７
条
の
２
第
１
項
）︒

　

そ
こ
で
︑
ご
質
問
に
あ
る
︑
労
働

者
の
同
意
の
具
体
的
な
取
得
方
法
に

つ
い
て
簡
単
に
ご
説
明
し
ま
す
が
︑

従
来
の
預
貯
金
口
座
へ
の
振
り
込
み

等
と
︑
今
回
解
禁
の
デ
ジ
タ
ル
払
い

と
で
は
︑
若
干
方
法
が
異
な
り
ま
す
︒

　

ま
ず
︑
預
貯
金
口
座
へ
の
振
り
込

み
等
の
場
合
は
︑
書
面
ま
た
は
電
磁

的
記
録
に
よ
る
個
々
の
労
働
者
の
同

意
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
必
要
が
あ

り
︑
そ
こ
に
は
︑
①
口
座
振
り
込
み

等
を
希
望
す
る
賃
金
の
範
囲
お
よ
び

そ
の
金
額
︑
②
労
働
者
が
指
定
す
る

金
融
機
関
店
舗
名
な
ら
び
に
預
金
ま

た
は
貯
金
の
種
類
お
よ
び
口
座
番
号
︑

労
働
者
が
指
定
す
る
証
券
会
社
店

舗
名
な
ら
び
に
証
券
総
合
口
座
の
口

座
番
号
︑
③
開
始
希
望
時
期
︱
︱

を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す

（
令
和
４
年
11
月
・
基
発
１
１
２
８

第
４
号
）︒

　

ま
た
︑
労
基
法
施
行
規
則
第
７
条

の
２
第
１
項
に
お
け
る
﹁
同
意
﹂
の

具
体
的
な
内
容
に
関
し
︑
行
政
解
釈

で
は
︑﹁
労
働
者
の
意
思
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
限
り
︑
そ
の
形
式
は
問

わ
な
い
﹂
と
し
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑

①
~
③
の
記
載
さ
え
あ
れ
ば
︑
形
式

は
自
由
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒そ
し
て
︑

預
貯
金
口
座
等
の
﹁
指
定
﹂
が
行
わ

れ
れ
ば
︑﹁
同
意
が
特
段
の
事
情
の

な
い
限
り
得
ら
れ
て
い
る
﹂
も
の
と

判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
昭

和
63
年
１
月
・
基
発
第
１
号
等
）︒

　

一
方
︑
デ
ジ
タ
ル
払
い
の
場
合
は
︑

記
載
事
項
②
の
指
定
先
と
し
て
︑
労

働
者
が
指
定
す
る
指
定
資
金
移
動

業
者
名
︑
資
金
移
動
サ
ー
ビ
ス
の
名

称
︑
指
定
資
金
移
動
業
者
口
座
の
口

座
番
号
（
ア
カ
ウ
ン
ト
Ｉ
Ｄ
）
お
よ

び
名
義
人
な
ど
の
ほ
か
︑
④
で
は
︑

代
替
口
座
と
し
て
指
定
す
る
金
融
機

関
店
舗
名
︑
預
金
も
し
く
は
貯
金
の

種
類
お
よ
び
口
座
番
号
︑
ま
た
は
証

券
会
社
店
舗
名
お
よ
び
証
券
総
合
口

座
の
口
座
番
号
の
記
載
が
加
え
ら
れ

て
い
ま
す
︒
さ
ら
に
︑
預
貯
金
口
座

へ
の
振
り
込
み
等
と
違
い
︑
デ
ジ
タ

ル
払
い
の
場
合
に
は
︑
使
用
者
は
厚

生
労
働
省
が
示
し
た
同
意
書
の
モ
デ

ル
様
式
﹁
資
金
移
動
業
者
口
座
へ
の

賃
金
支
払
に
関
す
る
同
意
書
（
参
考

例
）﹂（
同
省
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
公
表
）

を
使
っ
て
︑
労
働
者
が
賃
金
の
デ
ジ

タ
ル
払
い
を
選
択
す
る
た
め
に
留
意

す
べ
き
事
項
を
き
ち
ん
と
説
明
し
た

上
で
︑
労
働
者
の
同
意
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
に
注

意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒

　

も
う
一
つ
の
質
問
に
つ
い
て
は
︑
賃

金
の
デ
ジ
タ
ル
払
い
は
︑
あ
く
ま
で

も
労
働
者
の
同
意
を
条
件
に
﹁
す
る

こ
と
が
で
き
る
﹂
と
定
め
て
い
る
だ

け
で
︑
実
施
を
強
制
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
た
め
︑
労
働
者
か
ら
求
め

ら
れ
て
も
応
じ
る
義
務
は
あ
り
ま
せ

ん
︒
こ
れ
は
︑
預
貯
金
の
口
座
払
い

等
の
場
合
で
も
同
じ
で
す
︒

Ａ�「
デ
ジ
タ
ル
払
い
」で
は
モ
デ

ル
様
式
に
よ
る
同
意
書
が

～坂道・カーブ編～

法令　　  クイズ
マル　 バツ

❶		上り坂の頂上付近は、追い越しが禁止されている。（	○・×	）

❷		勾配の急な下り坂でも他車がいないときは徐行しなくてもよい。
（	○・×	）

❸		片側が転落のおそれのあるがけになっている道路で、安全な行き
違いができないときは、がけ側の車は一時停止をして道を譲る。
（	○・×	）

❹		カーブを走行するときは、カーブに入ってから十分にスピードを
落とす。（	○・×	）

❺		道路の曲がり角やカーブを通行するときには、内側にいる歩行者
や自転車などの巻き込みに注意する。（	○・×	）

（解答は7面）

梅雨期の安全運転
〔第124回〕

　梅雨期に入ったこれからの時期は、雨の多い日が続きます。
また、近年では豪雨による災害も頻発しています。本来、雨は恵
みをもたらすものです。梅雨の時期の安全運転を再確認して、
恵みの雨が悲惨な雨にならないようにしましょう。

●雨の降り始めが要注意

Ａさん「雨の多い時期になってきたね。作物にとっては大切なも
のだけれども、僕たちドライバーにとっては少々やっか
いだよね」

Ｂさん「そうだね。ひとことでいえば、視界が悪化するし、最近
は豪雨も多いしね。豪雨の時なんかは、視界の悪化ど
ころじゃなく、見えていないのと一緒だからね」

Ａさん「そうそう。それに、傘を持っていない歩行者が、濡れた
くないと思って飛び出してくる、同じく急いでいる自転
車が急に僕らの前に出てくるなど、挙げるとキリがない
ね」

Ｂさん「その話は僕らがトラックドライバーになった時から、雨
の日に気をつけることとして、上司や先輩から言われて
きていることだけど、やっぱり人間の特性って変わらな
いのかな。それと、雨の降り始めは、路面にホコリや泥
などが浮き上がり、よりスリップしやすくなるから、よ
り慎重に運転しているよ」

Ａさん「なるほど」

●豪雨時は決して無理をしない

Ａさん「さっき豪雨の話が出たけれど、最近ではワイパーが追い
つかなくて、前方が見えないこともしばしばある。そん
な時Ｂさんはどうしているの」

Ｂさん「僕は『この雨では運転が難しい』と感じた場合は、無理
をせずに、早めに安全な場所に退避するようにしてい
るよ。そして会社に連絡して、指示を受けることを徹底
している。後輩にもそうするようにアドバイスしてい
る。雨のなか、無理に運転を続けて、立ち往生や事故な
どを起こした場合の時間的なロスだけでなく、交通の
流れが寸断され、一般の人にまで迷惑をかけてしまう。
それは絶対に避けなきゃならないことだからね」

Ａさん「そうだね。雨に限らず、雪でもそうだけれど、悪天候の
時は『行けるところまで行こう』が一番危険だね。あと
山間部では、土砂崩れや路肩の崩壊などのおそれもあ
るから、そういったことにも注意を払う必要があること
を知っておいてほしいね」

Ｂさん「そうだね」

●アンダーパスにむやみに近づかない

Ａさん「ほかには、梅雨の期間はどんなことに気をつけている
かな」

Ｂさん「そうだな。まず、アンダーパスに近づかないということ
かな。大丈夫だと思っていると、アッという間に冠水し
ていることがあるしね。車は水に弱いから、冠水路だ
と故障の原因になることがある。だから、普段から『冠
水注意』などの看板はチェックするようにしているよ」

Ａさん「アンダーパスで車が水没して、ドライバーが亡くなった
事例もあるからね。普段から、『冠水注意』などの注意
喚起に気をつけてほしいということだね。僕からは注
意喚起繋がりになるけれど、雨の日の高速道路では、
速度規制が出されることもよくあるから、案内板には

よく注意してほしいな。そうした情報を見落とさない
ようにするためにも、スピードは控えることが大切。そ
して、速度規制を確認したら、規制速度を守る。これは
徹底してほしいな」

Ｂさん「それに、スピードの出しすぎは、ハイドロプレーニング
現象が起こる危険があるほか、スリップ、横転事故の原
因にもなるしね。また雨の日の高速道路では、前の車
から水しぶきがかかって、一瞬前方が見えなくなること
もしばしばある。だから、スピードを抑える、規制速度
を守る、車間距離をしっかりとる、これは守ってほしい
ね」

Ａさん「雨の日は事故の危険が高くなるけれど、安全運転の基
本は同じ。基本に忠実な運転で梅雨期を無事故で乗り
切ろう」

坂
本
会
長
が
「
２
０
２
４
年

問
題
」
解
決
に
向
け
支
援
を

要
請

斉
藤
国
交
大
臣
と
日
本
物
流

団
体
連
合
会
と
の
意
見
交
換
会
で

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の

坂
本
克
己
会
長
（︹
一
社
︺

日
本
物
流
団
体
連
合
会
副
会

長
）
は
︑
５
月
30
日
に
国
土

交
通
省
で
開
催
さ
れ
た
斉
藤

鉄
夫
国
土
交
通
大
臣
と
日
本

物
流
団
体
連
合
会
と
の
意
見

交
換
会
に
出
席
し
︑﹁
我
が

国
の
物
流
の
革
新
に
関
す
る

関
係
閣
僚
会
議
﹂
に
お
け
る

﹁
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
﹂（
関
連

１
面
）
に
関
し
て
︑
ト
ラ
ッ

ク
運
送
業
界
か
ら
の
要
望
事

項
を
説
明
し
た
︒

　

同
意
見
交
換
会
は
︑
政
策

パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
策
定
に
向
け

て
︑
物
流
業
界
か
ら
意
見
聴

取
を
行
う
た
め
に
開
催
さ
れ

た
も
の
︒
坂
本
全
ト
協
会
長

は
︑﹁﹃
２
０
２
４
年
問
題
﹄

の
解
決
に
向
け
て
は
︑﹃
標

準
的
な
運
賃
﹄︑﹃
荷
主
対
策

時
間
外
割
増
賃
金
率
引
上
げ

対
策
未
実
施
事
業
者
が
半
減

第
５
回
﹁
働
き
方
改
革

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
﹂

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

こ
の
ほ
ど
︑
第
５
回
﹁
働
き

方
改
革
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
﹂

（
令
和
５
年
１
月
実
施
／
４

年
10
月
時
点
の
状
況
を
回

答
）
の
結
果
を
公
表
し
た
︒

　

こ
れ
に
よ
る
と
︑
時
間
外

労
働
時
間
（
法
定
休
日
労
働

を
含
ま
な
い
）
が
年
９
６
０

時
間
を
超
え
る
ド
ラ
イ
バ
ー

の
有
無
に
つ
い
て
は
︑﹁
い
る
﹂

が
29
・
１
％
と
︑
前
回
調
査

（
27
・
１
％
）
よ
り
も
わ
ず

か
に
増
加
︒
時
間
外
労
働
時

間
（
同
）
が
年
７
２
０
時
間

を
超
え
る
一
般
労
働
者
の
有

無
に
つ
い
て
は
︑﹁
い
る
﹂
が

11
・
４
％
と
︑
前
回
調
査

（
13
・
８
％
）
か
ら
微
減
し

た
︒

　

月
60
時
間
超
の
時
間
外
労

働
に
対
す
る
時
間
外
割
増
賃

金
率
引
上
げ
（
５
年
４
月
開

始
）
へ
の
対
応
・
準
備
に
つ

（
６
月
10
日
〜
30
日
）

▽
６
月
16
日

・
第
１
回
青
年
部
会
全
国
代
表

者
協
議
会

▽
６
月
29
日

・
正
副
会
長
会
議

・
第
１
０
０
回
通
常
総
会
・
第

２
０
１
回
理
事
会

ト
ラ
ッ
ク
輸
送
産
業
の

輝
け
る
未
来
に
向
け
て

今
が
ま
さ
に
勝
負
の
時

　

本
日
（
６
月
１
日
）
の
衆

議
院
本
会
議
に
お
い
て
︑
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
可

決
し
ま
し
た
︒
法
案
の
審
議

は
順
調
に
進
ん
で
お
り
︑
早

々
に
参
議
院
本
会
議
で
可
決

・
成
立
の
見
込
み
と
な
っ
て

お
り
ま
す
︒

　

ま
た
︑﹁
我
が
国
の
物
流

の
革
新
に
関
す
る
関
係
閣
僚

会
議
﹂
に
お
い
て
︑﹁
２
０
２

４
年
問
題
﹂
の
解
決
に
向
け

て
緊
急
に
取
り
組
む
べ
き
抜

本
的
・
総
合
的
な
対
策
が

﹁
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
﹂
と
し

て
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま

す
︒
同
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
は
︑

荷
主
・
運
送
事
業
者
間
の
商

慣
行
の
見
直
し
や
物
流
の
効

率
化
︑
荷
主
・
消
費
者
の
行

動
変
容
に
関
す
る
施
策
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
ま
す
︒

　

働
き
方
改
革
を
進
め
て
い

丹
羽
克
彦

国
土
交
通
省
道
路
局
長

　

高
速
道
路
の
２
車
線
区
間

の
４
車
線
化
や
サ
ー
ビ
ス
エ

リ
ア
・
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア

等
の
機
能
高
度
化
︑
い
わ
ゆ

る
進
化
事
業
に
つ
い
て
は
︑

今
後
も
引
き
続
き
︑
ト
ラ
ッ

ク
運
送
業
界
の
皆
様
方
の
ご

意
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
皆

様
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い

道
路
整
備
を
進
め
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
︒

　

ま
た
︑
高
速
道
路
料
金
の

大
口
・
多
頻
度
割
引
を
最
大

50
％
と
す
る
拡
充
措
置
に
つ

き
ま
し
て
も
︑
本
年
度
末
以

降
も
継
続
で
き
る
よ
う
頑
張

っ
て
ま
い
り
ま
す
し
︑
来
年

度
か
ら
開
始
さ
れ
る
深
夜
割

引
に
つ
き
ま
し
て
も
制
度
設

り
ま
す
︒

　

道
路
関
係
の
問
題
の
解
決

に
向
け
て
は
︑
坂
本
会
長
に

も
ご
参
画
い
た
だ
い
て
い
る

全
国
道
路
利
用
者
会
議
の
活

動
が
非
常
に
重
要
に
な
っ
て

ま
い
り
ま
す
︒
全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
︑
あ
る
い
は
都
道

府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
皆
様

が
一
体
と
な
っ
て
︑
積
極
的

に
活
動
に
ご
参
加
い
た
だ
け

れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
︒

く
に
あ
た
っ
て
は
︑
物
流
の

標
準
化
︑
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ

ン
）︑
Ｇ
Ｘ
（
グ
リ
ー
ン
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）

等
に
向
け
て
設
備
投
資
を
行

う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑

運
送
事
業
者
に
と
っ
て
は
負

荷
・
負
担
が
大
き
な
も
の
と

な
り
ま
す
︒
同
パ
ッ
ケ
ー
ジ

に
は
︑
ド
ラ
イ
バ
ー
の
生
産

性
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
︑

ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
の
両
面
で
︑

様
々
な
施
策
が
盛
り
込
ま
れ

ま
す
︒
将
来
の
ト
ラ
ッ
ク
物

流
の
維
持
に
向
け
て
︑
同
パ

ッ
ケ
ー
ジ
に
お
い
て
し
く
み

や
制
度
︑
予
算
︑
財
政
を
整

え
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者

の
負
荷
・
負
担
を
抑
え
た
上

で
取
り
組
み
を
加
速
化
さ
せ

て
い
く
と
い
う
の
が
︑
同
パ
ッ

ケ
ー
ジ
の
大
き
な
目
的
に
な

っ
て
お
り
ま
す
︒

　
﹁
２
０
２
４
年
問
題
﹂
へ
の

対
応
が
︑
今
ま
さ
に
喫
緊
の

課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
︒

改
正
事
業
法
や
同
パ
ッ
ケ
ー

計
を
進
め
︑
問
題
の
な
い
形

で
ス
タ
ー
ト
で
き
る
よ
う
︑

引
き
続
き
取
り
組
ん
で
ま
い

堀
内
丈
太
郎

国
土
交
通
省
自
動
車
局
長

　

さ
き
ほ
ど
︑
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
法
の
時
限
措
置
改

正
案
が
衆
議
院
を
通
過
い
た

し
ま
し
た
︒
こ
こ
に
至
る
ま

で
の
︑
坂
本
会
長
を
は
じ
め

全
ト
協
幹
部
の
皆
様
の
﹁
頑

張
っ
て
い
る
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ

バ
ー
が
報
わ
れ
る
よ
う
な
制

度
を
︑
ぜ
ひ
と
も
延
長
し
て

ほ
し
い
﹂
と
の
熱
い
想
い
で
︑

こ
の
１
か
月
間
︑
関
係
国
会

議
員
の
先
生
方
の
と
こ
ろ
に

足
を
お
運
び
に
な
り
︑
説
明

を
尽
く
さ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し

た
︒
そ
の
ご
努
力
た
る
や
︑

側
で
見
て
い
て
も
本
当
に
頭

が
下
が
る
思
い
で
す
︒

　

改
正
案
成
立
に
よ
り
︑
標

準
的
な
運
賃
や
荷
主
へ
の
働

き
か
け
と
い
っ
た
措
置
は
当

分
の
間
続
く
こ
と
に
な
り
ま

す
︒
当
分
の
間
と
は
︑﹁
運

送
事
業
者
と
荷
主
が
対
等
な

関
係
に
な
る
時
ま
で
﹂
と
考

え
て
お
り
ま
す
︒
こ
の
制
度

が
要
ら
な
く
な
る
時
が
来
る

ま
で
︑
我
々
も
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
界
の
皆
様
方
と
力
を
合

わ
せ
て
︑
荷
主
か
ら
適
正
な

運
賃
を
収
受
で
き
︑
長
時
間

の
荷
待
ち
や
契
約
外
の
荷
役

作
業
の
な
い
世
界
を
創
る
べ

く
︑取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
︒

ジ
︑
ま
た
ま
も
な
く
取
り
ま

と
め
ら
れ
る﹁
骨
太
の
方
針
﹂

な
ど
も
活
用
し
な
が
ら
︑
ト

ラ
ッ
ク
輸
送
産
業
の
さ
ら
な

る
健
全
的
な
発
展
に
繋
げ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
︑
こ
れ

か
ら
来
年
に
向
け
て
国
土
交

通
省
の
皆
様
と
一
緒
に
な
っ

て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
︒
引
き

続
き
︑
会
員
事
業
者
の
皆
様

方
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
︒

の
深
度
化
﹄
の
時
限
措
置
延

長
を
は
じ
め
︑
適
正
運
賃
・

料
金
が
収
受
で
き
る
取
引
環

境
の
整
備
や
︑
物
流
の
現
場

に
お
け
る
物
流
の
効
率
化
︑

国
に
よ
る
予
算
支
援
が
必

要
﹂
と
述
べ
︑
国
交
省
を
中

心
に
経
済
産
業
省
︑
公
正
取

引
委
員
会
等
︑
国
を
挙
げ
て

の
業
界
に
対
す
る
支
援
を
強

く
要
請
し
た
︒

　

同
連
合
会
と
の
意
見
交
換

を
受
け
て
︑
斉
藤
国
交
大
臣

は
﹁
国
交
省
と
し
て
は
︑
我

が
国
の
物
流
の
革
新
に
向

け
︑
本
日
頂
い
た
ご
意
見
を

し
っ
か
り
と
受
け
止
め
︑
様

々
な
施
策
を
総
動
員
し
て
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
﹂
と
述

べ
た
︒

い
て
は
︑﹁
既
に
適
用
し
て
い

る
﹂
が
９
・
７
％
（﹁
大
企

業
で
あ
り
既
に
適
用
﹂
が
２

・
９
％
︑﹁
中
小
企
業
だ
が

既
に
適
用
﹂
が
６
・
８
％
）︑

﹁
５
年
４
月
ま
で
に
対
応
で

き
る
よ
う
対
策
を
検
討
中
﹂

が
61
・
４
％
だ
っ
た
︒

　

ま
た
︑﹁
ま
だ
対
策
等
の

準
備
は
行
っ
て
い
な
い
﹂
と

回
答
し
た
事
業
者
は
９
・
４

％
で
︑
前
回
調
査
（
18
・
８

％
）
か
ら
半
減
し
た
︒

駐
車
場
の
利
用
を
一
部
制
限

札
幌
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

札
幌
Ｔ
Ｓ
で
は
︑
舗
装
補
修
工

事
の
た
め
︑
次
の
日
時
に
お
い
て

駐
車
場
の
利
用
を
一
部
制
限
す
る
︒

▼ 

６
月
12
日
㈪
~
16
日
㈮
︑
19
日

㈪
・
20
日
㈫
の
８
時
~
16
時

Ｔ
Ｓ
（
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）情
報

全
ト
協
・
第
２
０
０
回
理
事
会�

（
１
面
に
関
連
）

坂
本
会
長
あ
い
さ
つ
（
要
旨
）

来
賓
あ
い
さ
つ
（
要
旨
）

あ
い
さ
つ
す
る
斉
藤
国
交
大
臣

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
か
ら
の
要
望
事

項
を
説
明
す
る
坂
本
会
長
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腕
を
奥
ま
で
入
れ
て

く
だ
さ
い

https://www.nikka-net.or.jp　FAX.03-3355-2037
ご注文は日貨協連のホームページまたはファクスからお申し込みください。
製品についてのお問い合わせは日貨協連まで　TEL.03-3355-2031

令和
５年度
令和
５年度

USB接続で測定データの通信が
可能なため記録・管理がカンタン！
もちろんプリンター用紙でも
記録を残せます。

設置したまま手早く部品が交換
できるため、修理に出す必要が
なく続けて測定できます！

安全運転や生活習慣改善には、日々測定が重要です

正確測定Navi
1. 腕を奥まで入れる
2. 体を横に向ける
3. 背筋をのばす

● 体動がありました
● 再測定してください

● リラックスした状態で測定してください
● 動いたり、お喋りしたりしないでください

健康起因による事故予防対策の一環にご活用を

業務用血圧計が10万円以下で、業務用血圧計が10万円以下で、
さらに助成活用で半額！さらに助成活用で半額！

　物流は我が国の国民生活や経済活動、地方創生を支える
重要な社会インフラであり、我が国経済の力強い成長や、
より豊かな国民生活の実現等のため、その機能を十分に発
揮させていく必要がある。一方、物流分野においては、人
手不足や労働生産性の低さといった課題に対応するため、
働き方改革の推進が求められているほか、カーボンニュー
トラルへの対応にも迫られている。
　そのような中、2024 年 4月には、トラックドライバー
に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する
法律」（平成 30年法律第 71号）が適用される。これは、
物流産業を魅力ある職場とすることを目的としているが、
同時に、時間外労働の上限が年間 960 時間になるなど、
一部のトラックドライバーの労働時間が短くなることも想
定される。この結果、我が国は、何も対策を講じなければ
物流が停滞しかねなくなるという、いわゆる「2024年問題」
に直面している。具体的には、このまま推移すると輸送力
が2024年度には14％（トラックドライバー14万人相当）、
2030 年度には 34％（トラックドライバー 34万人相当）
不足し、今のようには運べなくなる可能性があると推計さ
れている。
　このため、我が国の社会経済の変化に迅速に対応し、荷
主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力
して我が国の物流を支える環境整備について、関係行政機
関が連携し、政府一体となって総合的な検討を行うべく、
「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」が 2023 年
3月 31日に設置・開催された。同会議では、総理から、
①商慣行の見直し、②物流の効率化、③荷主・消費者の行
動変容、について 1年以内に具体的成果が得られるよう、
対策の効果を定量化しつつ、6月上旬を目途に、緊急に取
り組むべき抜本的・総合的な対策を取りまとめるよう指示
がなされた。これを受け、「物流革新に向けた政策パッケ
ージ」を次のとおり取りまとめるものである。
　もとより、「2024 年問題」は当該時点を乗り越えれば
終わる一過性の課題ではなく、当該時点から始まる構造的
な課題であり、また、社会において大きな存在感を有する
物流には、カーボンニュートラルへの対応が求められるた
め、2030 年の輸送力不足も見据え、下記の対策に中長期
的に継続して取り組む必要がある。そのための枠組みを、
次期通常国会での法制化も含め確実に整備する。なお、
「2024 年問題」に直面する 4月まで 1年を切った今、下
記対策のうち下線部分については今年中に実行に移し、
2024年における輸送力不足の解消に目処をつける。

記

1. 具体的な施策
⑴ 商慣行の見直し
　物流プロセスにおいては、発荷主企業と着荷主企業との
間の契約において商品の内容や納品時期等が決定され、そ
れを前提として、荷主（主に発荷主）企業と物流事業者の
間で運送契約が結ばれる。このため、物流事業者が独自に
貨物輸送の効率化を図ろうとしても実施困難な場合が多い。
また、貨物の輸送先でトラックドライバーが契約にない荷
役作業や陳列作業等の附帯作業を指示されたり、長時間の
荷卸し待ち等を強いられたりするケースも散見されてい
る。
　一方で、物流事業者間の取引関係においては、多重下請
関係が存在するため、実運送事業者が適正な運賃を収受す
ることが困難となっていることも多い。
　このため、物流の生産性向上を図るとともに、物流産業
を魅力ある職場とするためには、荷主企業、物流事業者の
双方において非効率な商慣行の見直しを行う必要がある。

①�荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減【農水省、
経産省、国交省等】

　待機時間、荷役時間の削減等を通じてトラックドライバ
ーの労働時間を削減するとともに、納品回数の減少等を通
じた総輸送需要の抑制や物量の平準化により効率的な物流
を実現するため、発荷主企業、物流事業者、着荷主企業が
連携・協働して、改善を図る必要がある。このため、事業
規模や貨物特性といった事情を勘案しつつ、それぞれの事
業者に対して、物流負荷の軽減に向けた計画作成や実施状
況の報告を求めるとともに、取組みが不十分な事業者に対
して、勧告、命令等を行う規制的措置等の導入等に向けて
取り組む。
　この規制的措置の導入を前提として、物流の適正化・生
産性向上に向けて荷主企業・物流事業者が取り組むべき事
項（ガイドライン）を示し、これに則して大手の荷主企業
・物流事業者が業界・分野別に「自主行動計画」を作成し、
今年度中に前倒しで実施することを図るとともに、運送契
約に含まれる荷待ち・荷役等の範囲を明確化し、正当な対
価の収受を促進する。

②�納品期限、物流コスト込み取引価格等の見直し【農水省、
経産省、消費者庁】

　食品を製造した日から賞味期限までの期間の 3分の 1
の間に納品が求められる商慣行（3分の 1ルール）が存在
しており、現在その見直しを進める過程で納品期限が 3
分の 1のものと 2分の 1のものが混在し、物流及び在庫
管理を複雑化させている。また、特に日販品で受発注後翌
日納品を求める短いリードタイムが主流となっており、ト
ラックの夜間運転や倉庫の夜間作業などをもたらしている。
こうした 3分の 1ルールや短いリードタイム等食品物流
の商慣行の見直しについて、官民で構成する協議会等の場
を通じて食品事業者に対して働きかけを行う。
　これら商慣行の見直しについて、上記①と同様、ガイド
ラインの提示や自主行動計画の作成等により、今年度中に
荷主企業が前倒しで実施することを図る。
　また、繁忙期を避けた発注やその大ロット化、パレチゼ
ーション等、物流効率化を意識した商取引が進められるよ
う、物流サービスや需給状況に応じて価格を変動させる「メ
ニュープライシング」や「ダイナミックプライシング」の
取組み等、商取引における物流コストの見える化の推進に
向けて取り組む。

③物流産業における多重下請構造の是正【国交省】
　多重下請構造にあるトラック事業において、実運送事業
者の適正な運賃の確保による賃金水準の向上等を実現する
ため、元請事業者等が実運送事業者を把握できるよう、台
帳作成等に係る規制的措置の導入等に向けて取り組む。
　この規制的措置の導入を前提として、上記①と同様、ガ
イドラインの提示や自主行動計画の作成等により、今年度
中に大手の荷主企業・元請運送事業者が前倒しで実施する
ことを図る。
　また、トラック事業に係る必要な安全規制の見直しを図
るとともに、悪質な事業者が利益を得るといったモラルハ
ザードを生じさせないよう、法令遵守への意識が低く、悪
質な法令違反が常態化していると認められるトラック事業
者に対し、強力かつ重点的に改善を促す観点から、適正化
実施機関が行う巡回指導の強化に伴い、国の監査体制を充
実させ、悪質事業者に対する監査を強力に実施する。

④トラックGメン（仮称）の設置等【国交省、厚労省】
　「トラックGメン（仮称）」を設置し、発荷主企業のみ

ならず、着荷主企業も含め、適正な取引を阻害する疑いの
ある荷主企業・元請事業者の監視を強化する。また、当該
Gメンによる調査結果を貨物自動車運送事業法（平成元年
法律第 83 号。以下「トラック法」という。）に基づく荷
主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等に活用し、
実効性を確保する。
　加えて、自動車運転者の健康と労働条件を確保するため、
自家用自動車により自社の貨物を輸送する事業者について
も、労働基準法や改善基準告示の遵守の徹底を図る。

⑤�担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転
嫁円滑化等【国交省、経産省、公取委、農水省、厚労省、
消費者庁】

　トラック事業、内航海運業及び倉庫業に係る燃料等の価
格上昇分を反映した適正な運賃・料金収受に関する周知及
び法令に基づく働きかけ等を実施する。また、トラック事
業者をはじめとする物流事業者は荷主企業に対する交渉力
が弱く、コストに見合った適正な運賃・料金が収受できて
いないことから、取引環境の適正化を強力に推進する。ま
た、運賃・料金が消費者向けの送料に適正に転嫁・反映さ
れるべきという観点から、「送料無料」表示の見直しに取
り組む。
　労務費を含めた、適切な価格転嫁の実現を図るため、下
請Gメンによるヒアリング結果を踏まえた自主行動計画
の改定・徹底や、価格交渉促進月間の結果に基づく情報公
開と指導・助言などに、関係省庁でより一層連携して取り
組む。
　特に、トラック運送業については、依然として荷主企業
起因の長時間の荷待ちや、運賃・料金の不当な据え置き等
が十分に解消されていないことを踏まえ、トラック法に基
づく荷主企業等への「働きかけ」「要請」及び「標準的な
運賃」の制度について、延長等所要の対応を検討する必要
がある。また、適正運賃の収受を確保するため、契約の電
子化・書面化を図る規制的措置の導入等に向けて取り組む。
労働条件の改善と取引環境の適正化を図るため、国土交通
省、公正取引委員会、経済産業省、農林水産省、厚生労働
省等の関係省庁でより一層緊密に連携し、トラック法に基
づく荷主企業等への「働きかけ」「要請」等を徹底する。
　上記④及び⑤に掲げた適正な運賃収受・価格転嫁の円
滑化やトラック法に基づく荷主企業等への要請の強化、情
報公開等の措置の具体的内容について、今年中に成案を得
る。

⑥トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底【国交省】
　トラック法に基づく「標準的な運賃」について、荷主企
業等への周知・徹底を強化するとともに、荷待ち・荷役に
係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も
含めて、荷主企業等に適正に転嫁できるよう、今年中に、「標
準運送約款」や「標準的な運賃」について所要の見直しを
図る。
　また、新たに設置する「トラックGメン（仮称）」により、
「標準的な運賃」の活用状況についての監視を強化し、そ
の調査結果や下請振興法に基づく指導・助言も活用して、
適正な取引を阻害する疑いがある荷主企業等に対してはト
ラック法に基づく「働きかけ」「要請」等を行うことにより、
「標準的な運賃」制度の実効性を確保し、適正な運賃収受
を実現する。

⑵ 物流の効率化
　「2024 年問題」による物流の停滞を回避するためには、
DX等による物流の効率化・生産性向上を図るとともに、
モーダルシフト等を含む脱炭素化を進めることが必要であ

り、また、それらの基礎となる物流の標準化が不可欠であ
る。また、生産性向上と併せて輸送の安全の確保、人材の
活用・育成も推進する必要がある。

①即効性のある設備投資の促進【農水省、経産省、国交省】
　物流事業者の営業所や倉庫等において、バース予約シス
テムや、フォークリフト、自動倉庫や無人荷役機器の導入
など自動化・機械化を進める。また、トラックドライバー
の労働時間を削減していくためには、荷主企業においても
到着時間指定やパレット化を推進していくことが重要であ
ることから、荷主企業における自主的な取組みを促すとと
もに、設備・システム投資を推進する。

②物流GXの推進【国交省、経産省、農水省、環境省】
　トラックドライバーの担い手確保にも資するモーダルシ
フト・モーダルコンビネーション（鉄道・新幹線含む。）
を地域の実情に応じて促進するとともに、車両や施設等の
省エネ化・脱炭素化を推進するなど、物流GXを実現して
いくため、次の取組みを推進する。

（モーダルシフトの強力な促進）
　トラック長距離輸送から鉄道や船舶へのモーダルシフト
を強力に促進し、最適なモードを活用したモーダルコンビ
ネーションの展開を図るために、コンテナ専用トラックや
シャーシ、コンテナ等の導入を促進するとともに、貨物鉄
道についての輸送余力等をより広い対象に見える化したシ
ステムの導入、フェリーの積載率についての定期的な調査
・荷主企業等への情報提供を行い、利用可能な輸送力につ
いて周知することにより、鉄道や船舶の利用促進及び積載
率の向上を図る。
　また、貨物鉄道について、既存の輸送力を徹底的に活用
した潜在的な輸送ニーズの取り込みを強化するとともに、
輸送力を増強するための施設整備を進める。エネルギー使
用量やCO2 排出量を見える化するための調査や新幹線に
よる貨物輸送拡大の可能性に関する調査を行うとともに、
貨物新幹線車両について調査を行う。さらに、貨物駅にお
ける積み替えステーション、多機能倉庫、パレットデポの
整備及びE&S化※１、冷蔵、冷凍コンテナ、大型コンテナ
の取扱い拡大、フォークリフト、トップリフター、駅構内
トラック等への電動車の導入や新型車両の開発・導入を進
める。
　更なる内航海運の活用に向けて、フェリー・RORO船
の輸送力増強を進めるとともに、船内でのトラックドライ
バーの休息環境の整備を進める。
　これらによる貨物鉄道や内航海運の輸送力増強・活用に
ついて、下記 3. 記載の 2030 年度に向けた政府の中長期
計画の策定に向けて、定量的に示せるよう、関係者間で速
やかに協議を開始する。

（省エネ化・脱炭素化等に資する車両や船舶の導入）
　EV等の電動車や、スワップボディコンテナ車両※２等の
輸送効率の向上による省エネ化に資する車両の普及促進を
進める。
　ゼロエミッション船等の開発・導入、生産基盤の構築及
び船員の教育訓練環境の整備並びに内航海運の脱炭素化
に必要な調査・技術開発及び連携型省エネ船等の導入等の
取組みを進める。
　洋上風力発電で発電した電気を安定的かつ効率的にエネ
ルギー需要地に届ける観点から、電気を輸送する電気運搬
船の普及等やその効率的な輸送に向けた取組みを促進す
る。

＜ 4面に続く＞
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＜ 3面から続く＞
（物流施設等の省エネ化・脱炭素化）
　物流の脱炭素化に向けて、物流施設における省エネ型省
人化機器及び再生可能エネルギー設備等の導入や、冷凍冷
蔵倉庫における脱炭素型自然冷媒機器への転換、物流施設
や EV トラック等に対して一体的かつ効率的にエネルギー
供給を行う取組み等を推進する。

（カーボンニュートラルポート）
　海陸の結節点となる港湾の脱炭素化に向けて、低炭素型
荷役機械の導入、LNG バンカリング拠点の形成等の取組
みによってカーボンニュートラルポートの形成を推進す
る。

③物流 DX の推進【警察庁、国交省、経産省、農水省】
　自動運転、ドローン物流、自動配送ロボットや自動倉庫
等、物流 DX を活用して物流の生産性を向上させるよう、
次の取組みを推進する。

（自動運転やドローン物流等）
　自動運転トラック、自動運航船、ドローン物流等の実用
化に向け、着実に対応を行う。自動運転やドローン物流等
のデジタル技術を活用したサービスについて、実証段階か
ら実装への移行を加速化し、中山間地域から都市部まで全
国に行き渡らせるため、「デジタルライフライン全国総合
整備計画」を 2023 年度内に策定する。また、2024 年度
から先行的な取組みを開始し、送電網等における 150km
以上のドローン航路の設定や、新東名高速道路の一部区間
における 100km 以上の自動運転車用レーンの設定等を行
うほか、高速道路上の車道以外の用地や地下を活用した物
流専用の自動輸送についても、調査を行う。
　自動運転技術等の新技術の導入期に、個別の事業者で新
技術を用いた車両等を保有することのハードルが高いため、
それらの導入を促進するようなスキームを具体化する。

（自動配送ロボットを活用した物流 DX）
　低速・小型の自動配送ロボットの公道走行による配送サ
ービスの拡大のため、多数台の自動配送ロボットを同時操
作する技術や、インフラとの協調による走行環境の拡大、
安全性・安定性の確保などに関する技術の開発を支援す
る。

（トラック輸送・荷役作業等の効率化）
　荷主企業等と連携して荷待ち時間を削減するため、倉庫
や貨物鉄道駅、空港上屋等におけるバース予約システム等
の導入を推進する。自動倉庫や無人荷役機器等荷役作業の
効率化等に資する機器等の導入を推進する。
　また、トラック事業者における車両動態管理システムや
配車管理システム、求貨求車システム、貨物鉄道における
IoT も活用した輸送余力等をより広い対象に見える化した
システム、トラックドライバー向け予約システム、コンテ
ナハンドリングマネジメントシステム等の輸送効率化に資
するシステムの導入や、原価計算システム等のトラック事
業者の価格交渉力強化のためのシステムの導入を推進する。
さらに、トラック事業者の運行管理の高度化により輸送の
安全確保を図るため、デジタル式運行記録計について、将
来的な義務づけも視野に入れつつ強力な普及促進を図る他、
DX を活用した事業者間での遠隔点呼等の実現に向けた調
整を加速する。
　商流情報と物流情報のオープンプラットフォームを活用
した共同輸配送等による積載率向上に向けた取組みの普及
促進・拡大を図る。
　トラックデータの利活用・連携の仕組みの確立を通じた
トラック運行管理の最適化に向けて、複数の大型車メーカ
ー間でのデータの標準化を進めるとともに、メーカーから
物流事業者へのデータの共有のための環境整備を進めるこ
とにより、物流事業者におけるデータの利活用を推進する。

（内航海運における DX）
　適切な労務管理や効率的な運航管理を実現するため、AI
を活用した配船計画の作成や船員労務管理システム等の導
入に向け取り組むほか、船員の働き方改革や荷役作業の効
率化をより一層推進するため、船上作業を自動化する装置
等の機器・システムの利活用等により、内航海運 DX を促
進する。また、依然として紙や対面で行われている海運事
業者や船員による行政手続きについて、業務プロセスの再
構築（BPR）を実施した上でオンライン化を行い、生産性
向上や働き方改革を図る。

（港湾や空港における入退場の円滑化や手続きの電子化）
　港湾での待ち時間短縮や荷役効率化に向け、新・港湾情
報システム「CONPAS」の横展開や遠隔操作 RTG の導入
等、「ヒトを支援する AI ターミナル」の取組みの社会実装
を進めるとともに、AI ターミナルの取組みをさらに深化
させ、港湾における更なる生産性向上と労働環境改善に資
する技術開発を推進する。
　また、港湾物流全体の生産性向上やデータの利活用によ
る機動的な港湾政策の実施に向けて、民間事業者間の港湾
物流手続等を電子化・可視化する「サイバーポート」を推
進する。
　空港においては、待ち時間短縮に資するトラックドック
マネジメントシステム※３の導入を進める。

（フィジカルインターネット※４）
　中長期的に人口減少等が進む中で、物流機能を維持する
に留まらず、我が国の産業競争力の源泉としていくべく、
効率的な共同輸配送・共同拠点利用の仕組みであるフィジ
カルインターネットの実現に向けて、2022 年 3 月に策定
したロードマップに従い、各種の取組みを着実に進めてい
く。特に、喫緊の取組みとして、業界ごとのアクションプ
ランの策定・推進や、物流情報の可視化・共有、電子タグ
・物流ロボット等を活用した輸配送・物流拠点の自動化・
デジタル化、地域レベルでのモデルケース創出を推進する。

④物流標準化の推進【国交省、経産省、農水省】
　官民物流標準化懇談会パレット標準化推進分科会※５で

定めた標準仕様のパレットの利用拡大を図るため、事業者
による導入やそれに対応するための物流拠点の改修等を進
めるとともに、紛失・流出防止のためのパレットの動態管
理・個体管理の取組みを推進する。
　トラック事業者、鉄道事業者及び内航海運事業者が共通
して使用可能な大型コンテナのあり方を検討し、その導入
を促進するとともに、それに対応するための貨物駅の改修、
トップリフターの導入等推進する。また、国際海上コンテ
ナに対応する低床型貨車の導入等を推進する。

⑤ 物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援【国
交省、農水省】

（物流施設の機能強化等）
　サプライチェーンの結節点として重要な役割を果たす営
業倉庫が 2024 年問題等の社会情勢の急激な変化に的確に
対応できるよう、流通業務の総合化及び効率化の促進に関
する法律（平成 17 年法律第 85 号）の計画認定制度に関
し効果的な見直しを行い、物流 GX・DX 設備等の導入に
加え、物流施設の整備・機能強化を推進する。また、災害
時等におけるサプライチェーンの確保及び円滑な支援物資
物流の実現のため、非常用電源設備の導入促進等により物
流施設の災害対応能力の強化等を推進し、地域における防
災力の強化等を推進する。
　貨物鉄道について、現に貨物列車が走行している線区や
災害時等に貨物列車が走行する蓋然性が高い線区について
は基幹的鉄道ネットワークとして維持・機能向上を図ると
ともに、災害による長期不通が発生しないよう、脆弱箇所
について、鉄道河川橋梁対策、隣接斜面崩壊対策を実施す
るなど、輸送障害に強い貨物鉄道ネットワークを構築する。
また、災害時に貨物鉄道が一部寸断された場合であっても、
迅速、かつ、安定的に代行輸送を実施できる体制を確立す
るため、代行輸送の拠点となる貨物駅における円滑な積替
えを可能とするための施設整備を推進する。
　青果物等の流通について、パレット化、中継輸送等やコ
ールドチェーン化を進めるため、集出荷施設・卸売市場等
の物流施設や保冷庫等の機器の整備・機能強化を推進す
る。

（物流拠点・ネットワークのためのインフラ整備）
　三大都市圏環状道路、地方都市の環状道路等の高規格道
路整備による物流ネットワークの強化や、道路の部分改良
の機動的・面的実施、TDM 施策など交通容量を有効活用
する取組みの推進による道路ネットワークのパフォーマン
ス向上により、迅速かつ円滑な物流を実現する。
　トラックドライバーの確実な休憩機会の確保のため、
SA・PA や道の駅における大型車駐車マスの拡充や、これ
と関連した SA・PA における有料による駐車マス予約制
度の導入、SA・PA における PPP 手法等による休憩施設
や仮眠施設の拡充など、さらに大型車が確実に休憩できる
ような取組みを推進するとともに、物流の効率化等を促進
するため、地域における必要性を検討し、スマート IC の
整備を推進する。また、物流の効率化など生産性向上のた
め、IC・港湾・空港等の整備と連携して地方公共団体が行
うアクセス道路の整備に対して、支援を行う。さらに、中
継輸送の実用化・普及に資する拠点の整備等を推進する。
　IC 周辺等で道路等の関連都市インフラの整備等を推進
するとともに、積極的な土地利用の最適化を図ることで、
物流施設等を誘致しやすい環境を形成する。
　モーダルシフト等に対応するための内航フェリー・
RORO 船ターミナルの機能強化として、船舶大型化等に
対応した岸壁等の港湾施設の整備や、荷役効率化に向けた
ターミナルにおけるシャーシ位置管理等のシステム整備、
貨物輸送需要を踏まえたシャーシ置き場、小口貨物積替施
設、リーファープラグ等の整備を推進する。

⑥高速道路のトラック速度規制の引上げ【警察庁、国交省】
　交通安全の観点から現在 80 キロメートル毎時とされて
いる高速自動車国道上の大型貨物自動車の最高速度につい
て、交通事故の発生状況のほか、車両の安全に係る新技術
の普及状況などを確認した上で、引き上げる方向で調整す
る。

⑦ 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実
現【国交省】

　トラックドライバーの労働生産性の向上のため、大口・
多頻度割引の拡充措置を継続し、利用しやすい高速道路料
金を実現する。
　なお、法令を遵守しない事業者が割引の対象とならない
よう、高速道路会社において、割引制度を厳格に運用する。

⑧特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上【国交省】
　特殊車両通行制度に関して、ドライバー不足の解消や働
き方改革の実現のため、通行時間帯条件の緩和等を行うと
ともに、手続期間の短縮を図るため、道路情報の電子化の
推進等による利便性向上を図る。

⑨ダブル連結トラックの導入促進【国交省】
　1 台で通常の大型トラック 2 台分の輸送が可能な「ダブ
ル連結トラック」の導入を図り、トラック輸送の省人化を
促進する。ダブル連結トラックの普及に向けた取組みとし
て、運行状況や事業者のニーズを踏まえ、運行路線の拡充
等に向けて調整するとともに、ダブル連結トラックに対応
した駐車マスを整備する。
　また、ダブル連結トラックの積載率向上を図るため、高
速道路 IC 近傍に立地した物流拠点施設の整備を促進する。

⑩貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し【警察庁】
　路外の駐車スペースが少ない場所を中心に、集配に係る
駐車に関する規制緩和の要望が依然として寄せられている
ことから、こうした要望も踏まえつつ、交通実態等に応じ
たきめ細かな取組みをより一層推進する。

⑪ 地域物流等における共同輸配送の促進【農水省、経産省、
国交省、公取委】

　過疎地域における担い手不足や貨物量減少・積載率低
下といった課題に対応するため、共同輸配送や物流事業者

間の協業等を促進する方策について具体化する。地域レベ
ルでもフィジカルインターネットの実現に向けて、標準化
や物流 DX の成果を活用しつつ、荷主企業・物流事業者等
の関係者間の連携を促進する。

⑫軽トラック事業の適正運営や安全確保【国交省】
　軽トラックの事故が増加し輸送の安全確保が急務となっ
ていること、また、トラック運送業の働き方改革を進める
中で適正な競争条件を確保する必要があることを踏まえ、
軽トラック運送業における安全対策を強化する。同時に、
軽トラック事業者が遵守すべき輸送の安全や労働時間に係
る法令等について、当該事業者に運送を依頼する荷主企業
・元請事業者等を通じて、周知・徹底を図る。
　また、個人事業主である軽トラック事業者のドライバー
の輸送の安全を確保するため、軽トラック事業者のドライ
バーが車両の法定点検や故障等の際に、安全や損害賠償の
支払に必要な措置を講じた上で、個人事業主間で車両の共
同使用を認める新たな制度について具体化する。
　さらに、軽トラック事業の適正運営等のため、軽トラッ
ク事業者を利用して運送する事業者による取組みに関し必
要な措置を講じる。

⑬女性や若者等の多様な人材の活用・育成【国交省】
　トラック運送業における深刻な担い手不足を解消するべ
く、快適で働きやすい職場環境を整備するとともに、荷積
み・荷卸しの負担が物流事業者にとって非常に負担となっ
ていることから、こうした負担軽減に資するテールゲート
リフター等の設備の導入やフォークリフトの免許取得を促
し、物流業界の働き方改革や担い手確保を図る。女性や若
者等の多様な人材の確保や、制度の運用変更に向けて
2023 年度中に調整を行うほか、外国人材の活用に向けて
調整を進める。
　また、トラック事業者の労働生産性を向上するため、大
型車両やトレーラー、ダブル連結トラック等の輸送効率の
高い車両を運転するために必要な免許の取得を促進する。
　船員については、今後見込まれる高齢船員の大量離職に
備え、新人船員の計画的な確保・育成を推進するとともに、
元船員の復職支援等船員の確保・育成に取り組む。船内と
いう閉鎖空間で労働と生活を繰り返す特殊な環境で、若手
船員の定着が課題となっているため、船員労働環境改善の
観点からより高速・大容量の海上ブロードバンドサービス
の普及に向けた環境整備を図る。

⑶ 荷主・消費者の行動変容
　物流負荷の軽減のためには、荷主企業や消費者の意識改
革・行動変容が不可欠であるが、「2024 年問題」に対す
る荷主企業、消費者の認知度はまだ不十分であり、単なる
広報活動にとどまらない新たな取組みが必要である。

① 荷主の経営者層の意識改革・行動変容【農水省、経産省、
国交省等】

　経営者層の意識改革により荷主企業における全社的な物
流改善への取組みを促進するため、荷主企業の役員クラス
に物流管理の責任者を配置することを義務づけるなどの規
制的措置等の導入に向けて取り組む。

② 荷主・物流事業者の物流改善の評価・公表【農水省、経
産省、国交省等】

　荷主企業・物流事業者がより自発的・積極的に物流改善
の取組みを進めることを後押しするため、荷主企業・物流
事業者による物流改善の取組みや実施状況等についてラン
ク評価等による見える化を行い、企業の努力が消費者や市
場からの評価につながる仕組みの創設に向けて1.⑴ ①「荷
主・物流事業者間における物流負荷の軽減」の取組みとあ
わせて具体化する。

③ 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み【消費者庁、
厚労省、農水省、経産省、国交省、環境省】

　急いで受け取る必要のない荷物については、消費者がよ
りゆとりを持った配送日時を指定（輸送モードの選択も含
む。）するなど、消費者の意識改革・行動変容を促す取組
みを進める。

④ 再配達率「半減」を含む再配達削減【消費者庁、厚労省、
農水省、経産省、国交省、環境省】

　再配達率が高止まりし、宅配事業者の負担が増えており、
特に、タワーマンションにおいては、1 個運ぶのに 30 分
以上かかる場合もあるなど、その改善が必要である。その
ため、コンビニ・ガソリンスタンドでの受け取りやマンシ
ョンにおける宅配ボックスの設置、置き配が進む取組み等
を推進するとともに、上記③や再配達削減に向けた消費者
の行動変容を促すインセンティブの付与に向けて調整する
など、宅配事業者の負担軽減に資する取組みを進める。ま
た、2024 年度に不足する輸送力を補うため、再配達率を
半減にする緊急的な対策を講じる。

⑤ 物流に係る広報の推進【消費者庁、厚労省、農水省、経
産省、国交省、環境省】

　より広く荷主企業や消費者に対して、物流が果たしてい
る役割の重要性やその危機的状況、持続可能な物流の実現
のために各々が取り組むべき事項を伝えるため、官民連携
して強力に広報を推進する。

2. 施策の効果（2024 年度分）
　このまま推移すると輸送力が 2024 年度には 14％（ト
ラックドライバー 14 万人相当）、2030 年度には 34％（ト
ラックドライバー 34 万人相当）不足し、今のようには運
べなくなる可能性がある。これを補う方策を「因数分解」
して「原単位」を分析すると、輸送力不足を 1 ポイント（輸
送力 1 ポイントはトラックドライバー 1 万人相当）改善
するためには、
・ トラックの荷待ち・荷役の時間を平均 4 分削減する（施

策を講じない場合 3 時間）
・ 又はトラックの積載率を 0.4 ポイント向上する（施策を

講じない場合 38%）
・ 又は内航海運及び貨物鉄道の年間貨物輸送量（トンベー

ス）の 8% に相当する貨物量（0.3 億トン）をトラック
輸送から海上輸送又は鉄道輸送に転換する（施策を講じ
ない場合 3.5 億トン）

・ 又は宅配便の再配達率を 2 ポイント削減する（施策を
講じない場合 12%）ことが必要と推計される。

　これを踏まえ、上記 1. の施策を下記 3. のとおり進める
ことで、下表のように、荷待ち・荷役の削減、積載率向上、
モーダルシフト、再配達率削減を図り、2024 年度に不足
する輸送力を補うことを目指す。
　また、2030 年度分の輸送力不足についても、下記 3.
に記載のとおり、2024 年度予算案の編成過程において、
政府としての中長期計画を策定・公表することで、民間企
業による計画的な投資を可能とする。

施策なし　→　施策あり 効果
荷待ち・荷役の削減 3 時間 → 2 時間×達成率（3 割） 4.5 ポイント
積載率向上 38％ → 50％×達成率（2 割） 6.3 ポイント
モーダルシフト（注） 3.5 億トン → 3.6 億トン 0.5 ポイント
再配達率削減 12％ → 6％ 3.0 ポイント

合計 14.3 ポイント

（注）モーダルシフトの効果は、内航海運・貨物鉄道の年
間貨物輸送量を表す（モーダルシフトにより転換された貨
物輸送量相当が、トラックの年間貨物輸送量から削減され
ることが見込まれる。）。

3. 今後の進め方
　1 年以内に具体的な成果が得られるよう、上記 1. で今
年中に講ずる施策として下線を付した内容を含め、以下の
とおり、年明けに目指す措置から逆算して時系列で整理し、
3 段階で推進する。

（2024 年初）
○通常国会での法制化も含めた規制的措置の具体化
　荷主企業・物流事業者間における物流負荷の軽減、物流
産業における多重下請構造の是正、荷主企業の経営者層の
意識改革・行動変容等に向けた規制的措置について、
2024 年通常国会への法案提出を視野に具体化する。

（2023 年末まで）
○ トラック輸送に係る契約内容の見直しに向けた「標準運

送約款」「標準的な運賃」の改正等
　実運送事業者に正当な対価が支払われるよう、トラック
法に基づく「標準的な運賃」の運賃水準を見直すとともに、
運送契約に含まれる荷待ち・荷役、附帯業務等の輸送以外
のサービスについて、範囲を明確化やそれらの標準的な水
準等を示す。併せて、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰
分、下請けに発注する際の手数料等の明確化・有料化を促
し、荷主企業や元請事業者に適正に転嫁できるよう、
2023 年中に、「標準運送約款」の見直しを図る。
　さらに、トラック法に基づく荷主企業等への要請の強化
や適正な取引を促進するための情報公開等の措置の具体的
内容について成案を得る。

○再配達「半減」に向けた対策
　上記 2. のとおり荷待ち・荷役の削減、積載率向上、モ
ーダルシフトを図ってもなお 2024 年度に不足する可能性
のある輸送力を補うため、再配達率が現在の12%から
6%へと半減するように緊急的な施策を具体化する。

○  2024 年度に向けた業界・分野別の自主行動計画の作成
・公表

　2024 年度には輸送力が 14％（トラックドライバー 14
万人相当）不足する可能性があることを踏まえ、上述の規
制的措置の導入を前提として、業種・分野別に、物流の適
正化・生産性向上に関する「自主行動計画」を作成し、政
府においても年内目途にそれらを公表する。ガイドライン
の遵守状況について、2023 年度末にフォローアップ調査
を行い、速やかに結果を公表する。

○ 2030 年度に向けた政府の中長期計画の策定・公表
　2030 年度には輸送力が 34％（トラックドライバー 34
万人相当）不足する可能性があることを踏まえると、規制
的措置の導入・適用により物流の適正化の効果を上げつつ、
物流の生産性向上をさらに進める必要がある。このため、
モーダルシフトに必要となるハード整備をはじめとする上
記 1. の各種施策について、2024 年度予算案の編成過程
において、輸送力逼迫の見通しを踏まえつつ、政府として
の中長期計画を策定・公表することで、民間企業による計
画的な投資を可能とする。

（速やかに実施）
○ 規制的措置の導入を前提としたガイドラインの作成・公

表等
　上述の規制的措置の導入、自主行動計画の作成を前提と
して、早急に、物流の適正化・生産性向上に向けて荷主企
業・物流事業者が取り組むべき事項をガイドラインとして
策定する。その上で、荷主企業や物流事業者等に対し、こ
れを広く周知するとともに、業種・分野別の「自主行動計
画」を年内目途に作成・公表することを要請する。

　この政策パッケージの各施策の取組状況について、
2024 年度における輸送力不足の解消に目処をつけること
を念頭に、2024 年初にフォローアップを行う。

※１　コンテナを本線上の列車から積卸しすること。着発線荷役。
※２　 車体と荷台を分離することができ、分離中に荷役作業の実施

が可能な車両。
※３　 「バース予約システム」＋「受付システム」でトラックバー

スの受付・管理を電子化することにより、効率的に作業を行
えるシステム。

※４　 規格化された容器に詰められた貨物を、複数企業の倉庫やト
ラック等をネットワークとして活用し輸送する共同輸配送シ
ステム。

※５　 官民物流標準化懇談会（2021 年 6 月設置。日本物流団体連
合会、日本ロジスティクスシステム協会、農林水産省、経済
産業省、国土交通省が事務局）での議論を受けて、特に物流
器材（パレット等）にかかる標準化について重点的に議論・
検討するための分科会。



第2221号（第3種郵便物認可）（5） 令和5年（2023年）6月10日

確
認
し
た
上
で
︑
運
行
指
示

や
日
常
点
検
の
状
況
な
ど
を

確
認
す
る
対
面
点
呼
に
移
行

し
て
い
く
︒

　

乗
務
後
点
呼
の
場
合
に
は
︑

本
人
確
認
と
ア
ル
コ
ー
ル
測

定
と
血
圧
・
脈
拍
測
定
結
果

の
確
認
︑
体
温
入
力
の
後
︑

現
在
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
︑

﹁
良
い
﹂﹁
普
通
﹂﹁
悪
い
﹂

の
３
択
で
回
答
︒
さ
ら
に
︑

運
行
や
車
両
の
状
況
に
関
す

る
問
題
の
有
無
︑
交
代
ド
ラ

イ
バ
ー
へ
の
通
告
内
容
の
有
無

等
を
回
答
し
︑
運
行
管
理
者

が
確
認
の
上
︑
自
動
点
呼
機

器
に
よ
る
業
務
後
点
呼
は
終

了
と
な
る
︒

呼
の
実
施
に
大
き
く
貢
献
し

て
い
る
︒
ま
た
︑
点
呼
記
録

結
果
お
よ
び
点
呼
記
録
簿
が

自
動
で
作
成
さ
れ
︑
３
年
間

ク
ラ
ウ
ド
で
保
存
さ
れ
る
た

め
︑
記
録
ミ
ス
や
記
録
の
紛

失
が
な
く
な
る
と
い
っ
た
効

果
も
あ
る
︒

　
﹁
自
動
点
呼
機
器
の
活
用

に
よ
り
︑
ド
ラ
イ
バ
ー
の
健

康
状
態
の
確
認
が
的
確
に
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
と
も

に
︑
従
業
員
の
残
業
時
間
削

減
や
手
取
り
額
ア
ッ
プ
な
ど

労
働
環
境
改
善
に
も
繋
げ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
今
後

も
労
働
力
不
足
が
よ
り
深
刻

に
な
っ
て
い
く
中
で
︑
多
く

の
会
員
事
業
者
の
皆
様
に
は
︑

コ
ス
ト
面
で
下
支
え
と
な
る

助
成
制
度
を
積
極
的
に
活
用

し
て
い
た
だ
き
︑
業
務
効
率

化
や
的
確
な
点
呼
実
施
に
資

す
る
自
動
点
呼
機
器
導
入
に

取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
﹂（
同
）

（
取
材
協
力
）
本
宮
運
輸
㈲

　

菅
野
富
夫
取
締
役
会
長
、

坪
井
政
一
代
表
取
締
役

　

本
宮
運
輸
㈲
は
︑
都
市
ガ

ス
や
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
で
使
用

さ
れ
る
マ
イ
コ
ン
メ
ー
タ
ー

や
︑
業
務
用
ゲ
ー
ム
機
の
部

品
︑
完
成
品
な
ど
︑
精
密
機

器
や
精
密
部
品
の
輸
送
を
手

が
け
て
い
る
運
送
会
社
で
あ

る
︒

　

同
社
に
お
け
る
運
行
管
理

の
陣
容
を
み
る
と
︑
運
行
管

理
者
は
菅
野
富
夫
取
締
役
会

長
を
含
め
４
人
︑
ま
た
運
行

管
理
補
助
者
は
６
人
い
る
︒

同
社
で
は
自
動
点
呼
機
器
を

活
用
し
た
対
面
点
呼
を
行
っ

て
お
り
︑
日
中
（
７
時
~
19

時
）
は
運
行
管
理
者
に
よ
る

点
呼
を
実
施
︒
夜
間
・
早
朝

（
19
時
~
７
時
）
は
運
行
管

理
補
助
者
で
あ
る
複
数
の
ド

ラ
イ
バ
ー
が
お
互
い
に
点
呼

を
行
っ
て
い
る
︒

　

長
距
離
運
行
の
ド
ラ
イ
バ

ー
に
対
し
て
は
︑
そ
の
日
の

業
務
を
終
え
て
仮
眠
を
と
る

前
と
︑
次
の
日
の
業
務
を
開

始
す
る
前
に
︑
中
間
点
呼
を

実
施
し
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
同
社
で
は
︑
飲
酒

運
転
根
絶
を
図
る
た
め
に
︑

は
︑
従
業
員
本
人
が
測
定
を

行
っ
た
こ
と
と
︑
測
定
結
果

が
０
・
00
㍉
㌘
／
㍑
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
上
で
︑
出

勤
を
認
め
て
い
る
︒こ
れ
は
︑

通
勤
時
に
お
け
る
飲
酒
運
転

防
止
の
た
め
で
あ
る
︒
出
勤

後
の
乗
務
前
点
呼
の
際
に

は
︑
据
置
型
の
ア
ル
コ
ー
ル

測
定
器
で
再
び
測
定
を
実

施
︒
自
宅
で
の
測
定
と
営
業

所
で
の
測
定
の
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ

ク
で
︑
徹
底
的
に
飲
酒
運
転

根
絶
を
図
っ
て
い
る
︒
も
ち

ろ
ん
︑中
間
点
呼
の
際
に
も
︑

携
帯
型
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器

と
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
る

測
定
を
徹
底
し
て
い
る
︒

　

同
社
に
お
け
る
点
呼
の
際

の
ポ
イ
ン
ト
を
菅
野
会
長
に

聞
く
と
︑﹁
対
面
点
呼
を
通

じ
て
︑
ド
ラ
イ
バ
ー
の
健
康

状
態
を
的
確
に
把
握
す
る
こ

と
﹂と
話
す
︒
そ
こ
に
は
︑﹁
２

０
２
４
年
問
題
﹂
の
解
決
に

向
け
た
︑
菅
野
会
長
の
強
い

思
い
が
あ
る
と
い
う
︒

　
﹁
令
和
６
年
４
月
か
ら
の

ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
時

間
外
労
働
規
制
強
化
に
伴

い
︑
運
送
事
業
者
に
と
っ
て

は
物
流
を
最
前
線
で
支
え
る

ド
ラ
イ
バ
ー
の
確
保
が
最
大

の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

当
社
で
は
︑﹃
い
ま
当
社
で
働

い
て
い
る
ド
ラ
イ
バ
ー
に
︑

元
気
で
働
き
続
け
て
も
ら
い

た
い
﹄
と
の
観
点
か
ら
︑
点

呼
を
通
じ
て
日
々
ド
ラ
イ
バ

ー
の
健
康
状
態
を
的
確
に
把

握
し
︑
体
調
に
少
し
で
も
異

常
が
あ
れ
ば
当
社
の
顧
問
医

に
︑
す
ぐ
に
受
診
し
て
も
ら

っ
て
い
ま
す
﹂（
菅
野
会
長
）

10
年
ほ
ど
前
か
ら
全
従
業
員

に
対
し
︑
携
帯
型
ア
ル
コ
ー

ル
測
定
器
と
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
貸
与
し
て
い
る
︒

　

同
社
の
従
業
員
は
︑
出
勤

前
に
自
宅
で
ア
ル
コ
ー
ル
測

定
を
行
い
︑
測
定
結
果
と
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
撮
影
し
た

測
定
時
の
顔
写
真
を
営
業
所

に
送
信
す
る
︒
運
行
管
理
者

　

全
ト
協
に
よ
る
助
成
制
度

を
活
用
し
て
自
動
点
呼
機
器

の
導
入
に
踏
み
切
っ
た
契
機

に
は
︑﹁
自
動
点
呼
機
器
を

活
用
し
て
ド
ラ
イ
バ
ー
の
健

康
状
態
を
よ
り
的
確
に
把
握

し
︑
安
全
性
の
一
層
の
向
上

を
図
り
た
い
﹂
と
い
う
菅
野

会
長
の
考
え
が
あ
っ
た
︒

　
﹁
対
面
点
呼
の
際
に
︑
本

当
は
体
調
が
思
わ
し
く
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹃
運
行

管
理
者
や
︑
運
行
を
代
わ
っ

て
も
ら
う
他
の
ド
ラ
イ
バ
ー

に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
﹄

と
考
え
︑﹃
体
調
に
異
常
は

　

自
動
点
呼
機
器
の
導
入
以

降
︑
同
社
で
は
乗
務
前
点
呼

と
乗
務
後
点
呼
の
際
に
︑
自

動
点
呼
機
器
を
活
用
し
た
対

面
点
呼
を
実
施
し
て
い
る
︒

な
お
︑
令
和
５
年
４
月
か
ら

は
︑
国
土
交
通
省
が
定
め
た

要
件
を
満
た
す
自
動
点
呼
機

器
を
使
用
す
る
こ
と
で
︑
管

理
者
な
し
で
実
施
す
る
こ
と

の
で
き
る
﹁
業
務
後
自
動
点

呼
制
度
﹂
の
運
用
が
開
始
さ

れ
て
い
る
が
︑
前
述
の
と
お

り
︑
同
社
の
場
合
は
24
時
間

体
制
で
運
行
管
理
者
・
運
行

管
理
補
助
者
が
対
面
で
点
呼

を
行
っ
て
い
る
た
め
︑業
務
後

な
い
﹄
と
答
え
て
し
ま
う
ド

ラ
イ
バ
ー
が
出
て
く
る
お
そ

れ
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
︒
自

動
点
呼
機
器
を
通
じ
て
自
分

の
体
調
を
正
し
く
申
告
し
て

も
ら
う
こ
と
で
︑
よ
り
的
確

に
ド
ラ
イ
バ
ー
の
健
康
状
態

を
把
握
す
る
と
と
も
に
︑
健

康
起
因
事
故
防
止
に
繋
げ
た

い
と
考
え
︑
自
動
点
呼
機
器

を
導
入
し
ま
し
た
﹂（
同
）

　

同
社
で
は
︑
３
年
12
月
に

ロ
ボ
ッ
ト
型
の
自
動
点
呼
機

器
を
１
台
導
入
︒
機
器
メ
ー

カ
ー
の
担
当
者
か
ら
助
成
制

度
の
存
在
を
聞
い
た
菅
野
会

長
は
︑
４
年
２
月
に
所
属
す

る
福
島
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

（
佐
藤
信
成
会
長
）
を
通
じ

申
請
を
行
っ
た
︒

自
動
点
呼
は
行
っ
て
い
な
い
︒

　

同
社
に
お
け
る
︑
自
動
点

呼
機
器
を
使
用
し
た
対
面
点

呼
の
流
れ
に
つ
い
て
み
て
い
く

と
︑
ま
ず
乗
務
前
点
呼
・
乗

務
後
点
呼
の
前
に
︑
ド
ラ
イ

バ
ー
が
ア
ル
コ
ー
ル
測
定
と

血
圧
・
脈
拍
の
測
定
を
実

施
︒
測
定
結
果
は
運
行
管
理

者
の
前
に
あ
る
パ
ソ
コ
ン
に

送
信
さ
れ
る
︒

　

同
社
が
導
入
し
た
ロ
ボ
ッ

ト
型
自
動
点
呼
機
器
に
は
小

型
の
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
モ
ニ
タ

ー
が
備
わ
っ
て
お
り
︑
モ
ニ

タ
ー
の
表
示
内
容
と
︑
ロ
ボ

ッ
ト
の
声
に
よ
る
指
示
に
従
っ

て
ド
ラ
イ
バ
ー
が
操
作
す
る
︒

　

乗
務
前
点
呼
で
は
︑
ロ
ボ

ッ
ト
の
カ
メ
ラ
に
よ
る
本
人

確
認
の
後
に
︑
モ
ニ
タ
ー
に

表
示
さ
れ
る
ア
ル
コ
ー
ル
測

定
結
果
を
ド
ラ
イ
バ
ー
が
確

認
︒
測
定
結
果
が
０
・
00
㍉

㌘
／
㍑
で
な
い
場
合
は
ア
ラ

ー
ト
が
鳴
り
︑
運
行
管
理
者

が
対
応
す
る
︒
そ
の
後
︑
自

分
が
乗
務
す
る
車
両
番
号
︑

体
温
︑
前
夜
の
睡
眠
時
間
の

入
力
を
行
う
︒
そ
し
て
︑﹁
自

身
の
体
調
に
つ
い
て
正
し
く

申
告
し
て
も
ら
い
た
い
﹂
と

の
同
社
の
考
え
か
ら
︑﹁
虚

偽
申
告
を
行
わ
な
い
よ
う

に
﹂
と
の
警
告
が
な
さ
れ
︑

そ
の
後
体
調
や
持
病
等
の
状

況
に
つ
い
て
10
項
目
以
上
の

質
問
が
な
さ
れ
る
︒
答
え
は

﹁
あ
り
﹂﹁
な
し
﹂の
２
択
で
︑

タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
上
の
ボ
タ
ン

を
押
し
て
回
答
す
る
た
め
︑

操
作
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る

こ
と
が
で
き
る
︒
な
お
︑
業

務
に
支
障
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
回
答
が
さ
れ
た
場
合
に

は
︑
ア
ラ
ー
ト
が
鳴
り
︑
そ

の
後
は
運
行
管
理
者
が
対
応

す
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑

同
社
で
は
ア
ル
コ
ー
ル
測
定

結
果
や
血
圧
・
脈
拍
測
定
結

果
な
ど
に
関
し
て
︑
業
務
の

可
否
を
判
断
す
る
た
め
の
独

自
の
指
標
を
設
け
て
お
り
︑

そ
れ
に
抵
触
す
る
と
ア
ラ
ー

ト
が
鳴
る
仕
組
み
に
し
て
い

る
︒
さ
ら
に
︑
体
調
に
関
す

る
質
問
内
容
を
独
自
に
増
や

す
な
ど
︑
同
社
の
実
情
に
合

わ
せ
て
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
っ

て
い
る
︒
最
後
に
︑﹁
あ
お
り

運
転
禁
止
﹂
な
ど
の
事
故
防

止
に
向
け
た
注
意
事
項
が
表

示
さ
れ
︑
自
動
点
呼
機
器
に

よ
る
乗
務
前
点
呼
は
終
了
︒

入
力
内
容
を
運
行
管
理
者
が

　

自
動
点
呼
機
器
を
導
入
し

た
こ
と
で
︑
同
社
で
は
様
々

な
変
化
が
み
ら
れ
た
︒

　

同
社
で
は
︑﹁
２
０
２
４
年

問
題
﹂対
策
の
一
環
と
し
て
︑

ド
ラ
イ
バ
ー
に
運
行
管
理
者

資
格
の
取
得
や
運
行
管
理
補

助
者
の
要
件
取
得
を
促
し
て

い
る
︒
こ
れ
ら
の
資
格
の
取

得
に
よ
り
︑
特
に
運
行
管
理

者
の
い
な
い
夜
間
・
早
朝
で

あ
っ
て
も
︑
運
行
管
理
補
助

者
が
複
数
い
れ
ば
︑
乗
務
前

に
お
互
い
に
運
行
管
理
補
助

者
と
し
て
点
呼
を
行
う
こ
と

で
︑
運
行
管
理
者
を
常
時
配

置
し
な
く
て
も
点
呼
で
き
る

体
制
が
整
え
ら
れ
る
︒
さ
ら

に
︑
点
呼
専
従
者
に
係
る
人

件
費
を
運
行
管
理
補
助
者
手

当
と
し
て
ド
ラ
イ
バ
ー
に
還

元
す
る
こ
と
で
︑
ド
ラ
イ
バ

ー
の
手
取
り
額
ア
ッ
プ
に
も

繋
げ
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
ド
ラ
イ
バ
ー
に
運

行
管
理
者
の
資
格
や
運
行
管

理
補
助
者
の
要
件
が
備
わ
っ

た
こ
と
で
︑﹁
自
動
車
運
転

者
の
労
働
時
間
等
の
改
善
の

た
め
の
基
準
﹂（
改
善
基
準

告
示
）
な
ど
︑
運
行
管
理
業

務
へ
の
理
解
が
増
す
と
い
う

効
果
も
あ
っ
た
︒

　

加
え
て
︑
点
呼
業
務
の
一

部
を
自
動
点
呼
機
器
に
任
せ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
︑
手
書
き
の
点

呼
記
録
簿
の
記
載
が
な
く
な

り
︑
運
行
管
理
者
の
業
務
効

率
化
や
︑
主
観
や
思
い
込
み

に
と
ら
わ
れ
な
い
的
確
な
点

「
２
０
２
４
年
問
題
」
解
決
に
向
け
て　

ロ
ボ
ッ
ト
型
自
動
点
呼
機
器
を
導
入

「
２
０
２
４
年
問
題
」
解
決
に
向
け
て　

ロ
ボ
ッ
ト
型
自
動
点
呼
機
器
を
導
入

点
呼
業
務
の
的
確
化
・
効
率
化
で
運
行
管
理
者
・
ド
ラ
イ
バ
ー
双
方
の
労
働
環
境
改
善
に
寄
与

点
呼
業
務
の
的
確
化
・
効
率
化
で
運
行
管
理
者
・
ド
ラ
イ
バ
ー
双
方
の
労
働
環
境
改
善
に
寄
与

携
帯
型
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
を
早
く
か
ら
導
入

飲
酒
運
転
根
絶
の
た
め
自
宅
と
営
業
所
で
２
度
測
定

点
呼
機
器
に
自
分
の
体
調
を
正
し
く
申
告
さ
せ

健
康
起
因
事
故
の
未
然
抑
止
に
繋
げ
る

独
自
の
指
標
を
設
け
乗
務
可
否
を
厳
し
く
判
断

実
情
に
合
わ
せ
ド
ラ
イ
バ
ー
へ
の
質
問
項
目
を
追
加

機
器
導
入
に
よ
り
的
確
な
点
呼
業
務
を
実
現

業
務
効
率
化
に
よ
る
労
働
環
境
改
善
効
果
も

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
は
令
和
５
年
度

も
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の
健
全
な
発
展

に
資
す
る
各
種
助
成
制
度
を
実
施
し
て
い

ま
す
︒
本
特
集
で
は
︑
全
ト
協
に
よ
る
助

成
制
度
を
活
用
し
た
運
送
事
業
者
に
よ
る

事
例
等
を
紹
介
し
て
い
ま
す
︒

　

今
回
は
︑﹁
自
動
点
呼
機
器
導
入
促
進
助

成
事
業
﹂（
二
次
元
コ
ー
ド
）

を
活
用
し
て
自
動
点
呼
機

器
を
導
入
し
︑
運
行
管
理

業
務
の
高
度
化
を
実
現
し

た
︑
福
島
県
郡
山
市
の
本
宮
運
輸
㈲
（
坪

井
政
一
代
表
取
締
役
）
の
取
り
組
み
を
紹

介
し
ま
す
︒

菅野　富夫
取締役会長

本宮運輸㈲
本社営業所　福島県郡山市西田町鬼生田字菅野沢303-3
代  表  者　代表取締役　坪井　政一
業務開始　平成18年４月27日
資  本  金　1,000万円
従業員数　17人（うちドライバー16人）
車  両  数　16台

会社概要

本
宮
運
輸
有
限
会
社
（
福
島
県
郡
山
市
）

同社では、乗務前点呼と乗務後点呼の際に、自動点呼機器を活用した対面点呼を実施している

同
社
で
は
、
全
従
業
員
に
対
し
、
携
帯

型
ア
ル
コ
ー
ル
測
定
器
と
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
貸
与
し
て
い
る

同
社
が
導
入
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
型
の
自

動
点
呼
機
器

ア
ル
コ
ー
ル
測
定
結
果
な
ど
の
点
呼

記
録
結
果
は
３
年
間
ク
ラ
ウ
ド
で
保

存
さ
れ
る

出
勤
前
に
自
宅
で
測
定
さ
せ
る
こ
と

で
、
通
勤
時
の
飲
酒
運
転
防
止
を
図
る

➡全ト協助成制度活用事例特集➡➡全ト協助成制度活用事例特集➡
②自動点呼機器導入促進助成事業
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ト
ラ
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協
会
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ュ
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【7月申込限定】

無料求人掲載

の受付

毎月3万人が新規登録する

ドライバー専門の求人媒体

プレックスジョブで、

完全無料掲載の受付中。

申込みは、下記の番号まで。

「無料掲載の件」とお伝え下さい。

TEL: 070-1297-7472

プレックスジョブ

国内拠点：札幌/苫小牧/仙台/北関東/長野/静岡/名古屋/大阪/神戸/九州  研究所：掛川工場  海外拠点：PGF深圳
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車
両
に
装
着

さ
れ
た
ト
ラ
ッ

ク
タ
イ
ヤ
を
す

べ
て
新
品
に
交

換
し
た
と
き
︑
燃
費
性
能
の
向
上
が
ど
れ
ほ

ど
見
込
め
る
の
か
︑
数
値
で
示
す
こ
と
が
で

き
れ
ば
︑﹁
費
用
対
効
果
﹂
を
考
え
︑
安
全

な
新
品
の
タ
イ
ヤ
を
購
入
す
る
方
が
増
え
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
︒

　

タ
イ
ヤ
の
溝
が
す
べ
て
30
％
以
下
の
深
さ

に
な
っ
た
と
し
ま
す
︒
交
換
す
る
新
品
タ
イ
ヤ

は
︑
そ
れ
ま
で
と
同
じ
メ
ー
カ
ー
・
種
類
に

し
て
︑
運
転
す
る
ド
ラ
イ
バ
ー
や
︑
毎
日
走

行
す
る
ル
ー
ト
と
距
離
も
す
べ
て
同
一
に
揃

え
た
と
き
︑
燃
費
性
能
が
飛
躍
的
に
上
昇
す

れ
ば
︑﹁
溝
が
浅
い
タ
イ
ヤ
を
使
い
続
け
る
必

タ
イ
ヤ
ケ
ア
を

施
す
場
合
も

あ
り
ま
す
︒

　

大
型
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
の
場
合
︑
平
均
的
な

燃
費
性
能
は
２
・
２
㎞
／
ℓ
前
後
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
︒
大
型
ト
ラ
ッ
ク
と
比
較
す
れ
ば
︑
燃

費
性
能
は
約
半
分
で
す
︒
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
は
︑

工
事
現
場
が
決
ま
れ
ば
︑
数
か
月
同
じ
ル
ー
ト

を
走
行
し
ま
す
か
ら
︑
運
行
開
始
の
タ
イ
ミ
ン

グ
で
す
べ
て
の
タ
イ
ヤ
を
同
一
品
の
新
品
に
交
換

す
る
と
︑
明
ら
か
な
燃
費
改
善
効
果
が
確
認
で

き
る
で
し
ょ
う
︒

　

こ
ん
な
事
例
が
あ
り
ま
す
︒
神
奈
川
県
を
出

発
し
︑
東
京
経
由
で
東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
を

利
用
し
て
千
葉
県
の
建
設
現
場
へ
と
運
行
す
る
︑

往
復
２
２
０
~
２
３
０
㎞
の
距
離
の
ル
ー
ト
を
１

か
月
強
走
行
し
た
大
型
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
の
例

で
す
︒
運
行
開
始
か
ら
１
週
間
後
︑
す
べ
て
の

タ
イ
ヤ
の
溝
が
30
％
以
下
（
４
㎜
前
後
）
の
深

要
性
は
な
い
﹂と
い
う
こ
と
が
伝
わ
る
で
し
ょ
う
︒

溝
が
浅
く
な
っ
た
タ
イ
ヤ
は
︑
ゴ
ム
の
鮮
度
が
古

く
な
け
れ
ば
︑
再
生
（
リ
サ
イ
ク
ル
）
タ
イ
ヤ

に
加
工
で
き
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
よ
り
安
全
な
走

行
が
可
能
に
な
り
︑
環
境
資
源
も
有
効
に
使
え

る
の
で
す
︒

　

タ
イ
ヤ
の
位
置
交
換
や
空
気
圧
点
検
を
す
る

た
め
だ
け
に
タ
イ
ヤ
店
に
入
庫
す
る
ト
ラ
ッ
ク
は

少
な
い
で
す
が
︑
土
砂
を
運
搬
す
る
ダ
ン
プ
ト

ラ
ッ
ク
は
︑
タ
イ
ヤ
店
を
よ
く
利
用
し
ま
す
︒
ダ

ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
は
建
設
現
場
な
ど
へ
の
輸
送
を
行

う
た
め
︑
タ
イ
ヤ
の
パ
ン
ク
発
生
率
は
一
般
的
な

ト
ラ
ッ
ク
の
10
倍
以
上
で
す
︒
タ
イ
ヤ
店
で
ダ
ン

プ
ト
ラ
ッ
ク
の
パ
ン
ク
を
修
理
す
る
機
会
に
は
︑

タ
イ
ヤ
全
体
の
消
耗
速
度
を
揃
え
る
﹁
全
輪
位

置
交
換
﹂
＋
﹁
空
気
圧
点
検
﹂
と
い
う
︑
フ
ル

さ
に
な
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
︑
す
べ
て
新
品
に
交

換
し
た
と
こ
ろ
︑
燃
費
に
大
き
な
変
化
が
あ
り

ま
し
た
︒

　

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
の
給
油
は
２
日
に
一
度

で
︑
タ
イ
ヤ
交
換
の
前
は
毎
回
２
０
０
ℓ
前
後
だ

っ
た
軽
油
消
費
量
が
︑
新
品
交
換
後
は
１
６
０

ℓ
ま
で
減
少
︒
２
日
で
40
ℓ
の
燃

費
改
善
効
果
が
生
ま
れ
︑
そ
れ
が

１
か
月
続
き
ま
し
た
︒
そ
の
ダ
ン

プ
ド
ラ
イ
バ
ー
は
︑
エ
コ
ド
ラ
イ

ブ
実
践
者
で
も
あ
っ
た
た
め
︑
エ

コ
ド
ラ
イ
ブ
＋
新
品
タ
イ
ヤ
へ
の

交
換
で
︑
燃
費
向
上
率
を
さ
ら
に

高
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
︒

　

単
純
計
算
で
︑
１
か
月
（
稼
働

日
数
25
日
）
当
た
り
軽
油
５
０
０

ℓ
で
す
︒
新
品
タ
イ
ヤ
の
効
果
が

半
年
続
く
と
仮
定
す
れ
ば
︑
６
か

月
で
３
０
０
０
ℓ
分
の
軽
油
代
が

節
約
で
き
ま
す
︒
タ
イ
ヤ
の
先
行

投
資
が
生
み
出
す
経
費
節
減
効

果
は
︑想
像
以
上
に
高
い
の
で
す
︒

 

第
144
回 

「
タ
イ
ヤ
を
新
品
に
し
た
と
き
の
燃
費
改
善
効
果
」

 

﹁
働
き
や
す
い
職
場
の
つ
く

り
方
セ
ミ
ナ
ー
﹂
を
６
月
~

７
月
に
か
け
て
開
催

日
本
海
事
協
会

　
（
一
財
）
日
本
海
事
協
会

は
︑
６
月
中
旬
か
ら
７
月
に

か
け
て
︑
国
土
交
通
省
の
後

援
の
下
︑﹁
働
き
や
す
い
職

場
の
つ
く
り
方
セ
ミ
ナ
ー
﹂

を
開
催
す
る
︒

　

同
セ
ミ
ナ
ー
で
は
︑﹁
働

き
や
す
い
職
場
認
証
制
度

（
正
式
名
称
:
運
転
者
職

場
環
境
良
好
度
認
証
制
度
）﹂

の
活
用
を
今
後
検
討
す
る
自

動
車
運
送
事
業
者
向
け
に
︑

同
認
証
の
普
及
の
狙
い
や
取

得
す
る
メ
リ
ッ
ト
︑
認
証
事

業
者
に
よ
る
職
場
環
境
改
善

に
係
る
﹁
優
良
取
り
組
み
﹂

な
ど
に
つ
い
て
の
紹
介
を
行

う
︒

　

関
東
（
７
月
12
日
）︑近
畿

（
７
月
７
日
）︑
九
州
（
６

月
22
日
）
で
は
対
面
で
の
開

催
を
行
う
ほ
か
︑
オ
ン
ラ
イ

ン
セ
ミ
ナ
ー
も
開
催
予
定
︒

詳
細
は
︑
同

制
度
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
二

次
元
コ
ー
ド
）

を
参
照
︒

 

中
小
運
送
事
業
者
を
対
象

に
低
炭
素
型
デ
ィ
ー
ゼ
ル
ト

ラ
ッ
ク
普
及
加
速
化
事
業

を
実
施

申
請
受
付
期
間
は

６
年
１
月
31
日
ま
で

　
（
一
財
）
環
境
優
良
車
普

及
機
構（
Ｌ
Ｅ
Ｖ
Ｏ
）で
は
︑

環
境
省
か
ら
の
令
和
５
年
度

﹁
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対

策
事
業
費
等
補
助
金
（
低
炭

素
型
デ
ィ
ー
ゼ
ル
ト
ラ
ッ
ク

普
及
加
速
化
事
業
）﹂
を
活

将
来
の
課
題
を
考
え
る
合
同

研
修
会
を
開
催

秋
田
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

　

秋
田
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

（
赤
上
信
弥
会
長
）
は
５
月

23
日
︑
秋
田
県
秋
田
市
の
秋

田
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
で
︑

秋
田
支
部
・
長
距
離
輸
送
部

会
・
重
量
部
会
合
同
研
修
会

﹁
秋
田
県
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者

の
将
来
の
課
題
を
考
え
る
﹂

を
開
催
し
た
︒

　

同
研
修
会
は
︑﹁
２
０
２
４

年
問
題
﹂
ま
で
1
年
を
切
る

中
︑
軽
油
価
格
の
高
騰
や
ド

ラ
イ
バ
ー
不
足
な
ど
業
界
全

体
の
課
題
の
解
決
の
た
め
に

事
業
者
が
行
っ
て
い
る
取
組

事
例
の
紹
介
や
︑
具
体
的
解

決
策
等
を
パ
ネ
ラ
ー
が
提

示
︒
参
加
者
が
﹁
将
来
の
あ

る
べ
き
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
﹂
に

目
を
向
け
︑
自
ら
考
え
行
動

す
る
機
会
と
し
て
も
ら
う
た

め
に
開
催
し
た
︒

　

パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
︑
田
中

由
紀
国
土
交
通
省
東
北
運
輸

局
長
︑
㈱
野
村
総
合
研
究
所

の
小
林
一
幸
氏
︑
フ
リ
ー
ラ

イ
タ
ー
の
橋
本
愛
喜
氏
が
登

壇
︒
パ
ネ
ラ
ー
か
ら
の
話
題

提
起
を
受
け
て
︑﹁
２
０
２
４

年
問
題
の
課
題
と
対
策
﹂
を

テ
ー
マ
に
︑
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
︒

高
校
の
進
路
指
導
担
当
教
諭

と
の
意
見
交
換
会
を
開
催

大
分
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

　

大
分
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

（
仲
浩
会
長
）は
５
月
24
日
︑

大
分
県
大
分
市
の
大
分
県
ト

ラ
ッ
ク
会
館
で
﹁
高
等
学
校

進
路
指
導
担
当
教
諭
と
大
分

県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
役
員
等
と

の
意
見
交
換
会
﹂（
大
分
ブ
ロ

ッ
ク
）
を
開
催
し
た
︒

　

こ
れ
は
︑
日
頃
か
ら
高
校

生
に
接
し
て
い
る
進
路
指
導

担
当
教
諭
に
物
流
の
社
会
的

重
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
う

と
と
も
に
︑
若
者
が
参
入
し

や
す
い
就
労
環
境
を
整
備

し
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
へ

の
就
職
に
繋
げ
て
い
く
こ
と

を
目
的
に
開
催
し
て
い
る
も

の
で
︑
今
回
で
５
回
目
の
開

催
︒
当
日
は
︑
大
分
県
立
高

校
か
ら
６
人
︑
私
立
高
校
か

ら
３
人
の
進
路
指
導
担
当
教

諭
が
出
席
し
た
︒

　

同
会
で
は
︑
仲
大
分
県
ト

協
会
長
の
あ
い
さ
つ
の
後
︑

大
分
県
ト
協
の
事
業
紹
介
お

よ
び
人
材
確
保
の
取
り
組
み

等
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
の
沿

革
に
つ
い
て
紹
介
︒
大
分
県

ト
協
で
は
︑
こ
れ
ま
で
テ
レ

ビ
Ｃ
Ｍ
や
就
職
説
明
会
等
へ

の
参
加
を
通
じ
て
︑
ト
ラ
ッ

ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
人
材
確
保

に
努
め
て
き
た
こ
と
な
ど
を

紹
介
し
た
︒
ま
た
︑
県
内
運

送
事
業
者
に
在
籍
す
る
ト
ラ

ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
３
人
に
よ

る
体
験
発
表
を
行
い
︑
そ
の

後
︑
高
校
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

質
問
等
を
主
体
に
し
た
意
見

交
換
を
行
っ
た
︒

防
災
態
勢
の
強
化
を
会
員
事

業
者
に
呼
び
か
け

梅
雨
期
・
台
風
期
を
迎
え

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
︑
中
央
防
災
会
議
（
会
長

:
岸
田
文
雄
内
閣
総
理
大

臣
）か
ら
の
通
知
を
受
け
て
︑

会
員
事
業
者
に
対
し
て
梅
雨

期
お
よ
び
台
風
期
に
お
け
る

防
災
態
勢
の
強
化
を
図
る
よ

う
呼
び
か
け
て
い
る
︒

　

例
年
︑
梅
雨
期
お
よ
び
台

風
期
に
お
い
て
は
︑
各
地
で

局
地
的
大
雨
や
集
中
豪
雨
が

観
測
さ
れ
︑
多
数
の
人
的
被

害
お
よ
び
住
家
被
害
が
発
生

し
て
い
る
︒
と
り
わ
け
近
年

は
︑
毎
年
の
よ
う
に
大
規
模

な
風
水
害
が
発
生
し
て
お

り
︑
全
国
各
地
で
土
砂
災
害

や
浸
水
被
害
が
頻
発
化
・
激

甚
化
し
て
い
る
︒

　

全
ト
協
で
は
会
員
事
業
者

に
対
し
て
︑
①
災
害
の
発
生

を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
︑

職
員
の
参
集
や
災
害
対
策
本

部
の
設
置
等
︑
適
切
な
災
害

即
応
態
勢
の
確
保
を
図
る
こ

と
︑
②
災
害
発
生
時
に
は
︑

早
期
避
難
の
た
め
の
避
難
態

勢
の
構
築
を
図
る
こ
と
︱
︱

な
ど
︑
防
災
態
勢
の
一
層
の

強
化
を
呼
び
か
け
て
い
る
︒

大
阪
府
立
藤
井
寺
工
科
高
校

に
整
備
実
習
用
ト
ラ
ッ
ク
を

寄
贈近

畿
地
方
で
は
初
の
実
施

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
青

年
部
会（
金
井
健
蔵
部
会
長
）

は
５
月
23
日
︑
大
阪
府
立
藤

井
寺
工
科
高
等
学
校
（
山
本

勲
准
校
長
）
で
同
校
へ
の
整

備
実
習
用
ト
ラ
ッ
ク
の
寄
贈

式
を
行
っ
た
︒

　

青
年
部
会
で
は
平
成
27
年

度
か
ら
︑
社
会
貢
献
活
動
の

一
環
と
し
て
︑
自
動
車
教
育

課
程
を
有
す
る
高
校
に
対
し

て
整
備
実
習
用
ト
ラ
ッ
ク
を

寄
贈
︒
今
回
の
寄
贈
は
通
算

13
校
目
で
︑
近
畿
地
方
で
は

初
の
実
施
と
な
っ
た
︒

　

寄
贈
式
に
は
︑
青
年
部
会

か
ら
金
井
部
会
長
︑
柳
和
秀

副
部
会
長
（
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク

代
表
）
を
は
じ
め
と
す
る
正

副
部
会
長
７
人
︑
近
畿
ト
ラ

ッ
ク
青
年
協
議
会
正
副
会
長

６
人
︑
大
阪
府
ト
ラ
ッ
ク
協

会
青
年
部
会
役
員
２
人
の
ほ

か
︑
寄
贈
車
両
の
提
供
者
で

あ
る
㈲
野
嶋
運
送
の
野
嶋
利

基
代
表
取
締
役
（
元
全
ト
協

青
年
部
会
副
部
会
長
︑
元
近

畿
ト
ラ
ッ
ク
青
年
協
議
会
会

長
）
も
出
席
し
た
︒

　

式
で
は
︑
金
井
部
会
長
が

﹁
ト
ラ
ッ
ク
が
活
躍
す
る﹃
物

流
﹄
の
世
界
に
も
興
味
を
持

っ
て
い
た
だ
き
た
い
﹂
と
あ
い

さ
つ
︒
寄
贈
を
受
け
て
︑
山

本
准
校
長
が
﹁
今
回
ト
ラ
ッ

ク
を
寄
贈
い
た
だ
い
た
こ
と

で
︑
教
育
環
境
が
さ
ら
に
充

実
し
︑
深
い
学
び
に
な
る
と

確
信
し
て
い
る
﹂
と
謝
辞
を

述
べ
た
︒

青
年
経
営
者
等
に
よ
る
先
進
的

な
事
業
取
組
に
対
す
る
顕
彰

申
請
受
付
期
間
は

10
月
31
日
ま
で

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
︑
令
和
５
年
度
﹁
青
年
経

営
者
等
に
よ
る
先
進
的
な
事

業
取
組
に
対
す
る
顕
彰
﹂
の

申
請
を
︑
10
月
31
日
ま
で
受

け
付
け
る
︒

　

同
事
業
は
︑
都
道
府
県
ト

ラ
ッ
ク
協
会
の
青
年
組
織
に

所
属
す
る
経
営
者
等
が
実
施

し
た
︑
ま
た
は
今
後
実
施
す

る
︑
先
進
的
で
創
意
工
夫
等

の
あ
る
取
り
組
み
に
よ
り
︑

他
の
者
の
模
範
と
な
り
う
る

よ
う
な
事
業
に
対
し
て
顕
彰

を
行
う
も
の
︒

　

申
請
対
象
事
業
は
︑
①
社

会
貢
献
事
業
︑
②
収
益
性
向

上
事
業
︑③
安
全
対
策
事
業
︑

④
環
境
対
策
事
業
︑
⑤
そ
の

他
（
特
に
本
目
的
に
沿
っ
た

事
業
）
︱
︱
の
５
つ
で
︑
既

に
実
施
し
て
い
る
も
の
の
ほ

か
︑
５
年
度
中
に
実
施
予
定

の
ア
イ
デ
ア
︑
企
画
等
で
も

申
請
可
能
︒

　

顕
彰
金
は
︑
金
賞
（
１
０

０
万
円
）︑銀
賞（
70
万
円
）︑

銅
賞
（
50
万
円
）
で
︑
懸
彰

総
額
は
最
大
５
０
０
万
円
︒

　

資
格
要
件
等
の
詳
細
は
︑

全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参

照
の
こ
と
︒

山本准校長㊨にレプリカキーを贈呈する金井部
会長㊧（5月23日、大阪府立藤井寺工科高校）

用
し
︑
中
小
ト
ラ
ッ
ク
運
送

事
業
者
を
対
象
に
︑
低
炭
素

型
デ
ィ
ー
ゼ
ル
ト
ラ
ッ
ク
の

導
入
支
援
を
お
こ
な
う
︒

　

補
助
対
象
は
︑
ト
ラ
ッ
ク

運
送
事
業
者
（
資
本
金
３
億

円
ま
た
は
従
業
員
数
３
０
０

人
以
下
の
中
小
事
業
者
に
限

る
）
ま
た
は
ト
ラ
ッ
ク
運
送

事
業
者
（
中
小
事
業
者
）
に

車
両
を
リ
ー
ス
す
る
事
業

者
︒
補
助
対
象
車
両
と
補
助

額
は
表
の
通
り
︒
申
請
可
能

台
数
は
１
事
業
者
当
た
り
４

台
︒

　

申
請
受
付
期
間
は
︑
令
和

６
年
１
月
31
日
㈬
ま
で
︒

　

申
請
に
関
す
る
詳
細
は
︑

Ｌ
Ｅ
Ｖ
Ｏ
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ

（
二
次
元
コ
ー

ド
）を
参
照
︒

合同研修会には県内から多くの参加者が集まっ
た（5月23日、秋田キャッスルホテル）

高等学校進路指導担当教諭と大分県ト
ラック協会役員等との意見交換会（5月
24日、大分県トラック会館）

表　補助対象車両と補助額
・車両総重量 3.5 トン超の事業用車両（緑ナンバー）
・ 新車で令和 5 年 4 月 3 日から 6 年 1 月 31 日までに新車新規登録された車両
・ 平成 27 年度重量車燃費基準を大型車は＋ 5％以上、中型車および小型車は＋ 10％以上達成した車両

車両区分
（車両総重量）

2015 年度
燃費基準

基準額（万円） 備考：排出ガス
規制識別記号廃車有 廃車無

大型（12㌧超）
＋ 10％以上 75 50 2RG・2TG
＋ 5％以上 50 37.5 2PG

中型（7.5㌧超～ 12㌧以下） ＋ 10％以上 42 28
2RG・2TG

小型（3.5㌧超～ 7.5㌧以下） ＋ 10％以上 15 10
・2025 年度重量車燃費基準適合車は、＋ 5 万円とする
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安全運行のオアシス トラックステーション
全国23か所のトラックステーション（TS）は全国23か所のトラックステーション（TS）は

トラックドライバーの安全運行を支える、トラックドライバーの安全運行を支える、

長距離運行に欠かせない長距離運行に欠かせない

休憩施設です。休憩施設です。

全国23か所のトラックステーション（TS）は

トラックドライバーの安全運行を支える、

長距離運行に欠かせない

休憩施設です。

全国23か所のトラックステーション（TS）は

トラックドライバーの安全運行を支える、

長距離運行に欠かせない

休憩施設です。

名称 所在地 電話番号 駐車
台数

❶ 札　幌 北海道札幌市厚別区厚別東 5 条 1-1-2　 011-897-9101 39

❷ 苫小牧 北海道苫小牧市ウトナイ北 11-11-33 0144-55-7491 80

❸ 仙　台 宮城県仙台市宮城野区苦竹 4-1-15 022-232-9336 39

❹ 白河の関 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針 15-1 0248-21-7167 45

❺ 茨　城 茨城県小美玉市西郷地字新田 1390 0299-48-3455 30

❻ 矢　板 栃木県矢板市乙畑 440-2　 0287-48-1919 46

❼ 大　宮 埼玉県さいたま市西区三橋 6-699-1 048-623-6815 41

❽ 東　神 神奈川県大和市上草柳 588 046-261-1100 97

❾ 新　潟 新潟県新潟市西区山田 196-1　 025-233-6961 52

� 金　沢 石川県金沢市千木町ル 21-1　 076-257-2755 56

� 浜　松 静岡県浜松市東区流通元町 2-3 053-421-5311 116

� 名古屋 愛知県名古屋市港区藤前 3-601 052-303-2188 97

� 亀　山 三重県亀山市小野町桜口 586-4 0595-82-3935 82

� 彦　根 滋賀県彦根市鳥居本町字むさ満 2337-1 0749-26-0156 45

� 大　阪 大阪府寝屋川市木屋元町 20-1 072-832-2362 80

� 奈良・針 奈良県奈良市針町 487-1　 0743-82-0622 60

� 岡　山 岡山県岡山市中区倉富 285-19 086-277-4055 35

� 尾　道 広島県尾道市高須町字才ケ久保 21193-3 0848-46-1882 37

� 三　次 広島県三次市西酒屋町船所 1468 0824-63-0025 30

� 北九州 福岡県北九州市小倉北区東港 1-3 093-581-5031 70

� 鳥　栖 佐賀県鳥栖市永吉町 617-1 0942-83-7035 48

� 諫　早 長崎県諫早市貝津町 1051-12 0957-26-8228 45

� 大　分 大分県大分市大字上戸次字宇土ノ口 6045-2 097-597-6233 43

※ 駐車台数は大型車とトレーラの台数の合計。なお、諫早TSは5台の中型車を含む。

ほんのヒトコマほんのヒトコマ［第122回］

飛行アプリ……!?

法令　　  クイズ
マル　 バツ

	〜坂道・カーブ編〜
	 【解 答】2面に問題
❶	○（法第30条）道路のまがりかど附近、
上り坂の頂上附近または勾配の急な下り
坂は追い越しが禁止されている。
❷	×（法第42条）道路のまがりかど附近、
上り坂の頂上附近または急な下り坂を通
行するときは、徐行しなければならない。
❸	○（教則第6章第2節	坂道・カーブ1-8）
片側が転落のおそれのあるがけになって
いる道路で、安全な行き違いができない
ときは、がけ側の車は一時停止をして道
を譲る。

❹	×（教則第6章第2節	坂道・カーブ2-1）
カーブに近づくときは、その手前の直線部
分で十分スピードを落とす。高速のままハ
ンドルを切ったり、ハンドルを切りながら
ブレーキを掛けたりすると、横転や横滑り
を起こしやすくなる。
❺	○（教則第6章第2節	坂道・カーブ2-4）
車の内輪差のため、内側にいる歩行者や
自転車などを巻き込んだり、後車輪が路
肩からはみ出したりするおそれがあるの
で注意する。

は
︑
同
社
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ

（
二
次
元
コ
ー

ド
）
を
参
照

の
こ
と
︒

 

令
和
５
年
度
﹁
陸
上
貨
物

運
送
事
業
夏
期
労
働
災
害

防
止
強
調
運
動
﹂
を
実
施

７
月
１
日
〜
31
日

　

陸
上
貨
物
運
送
事
業
労
働

災
害
防
止
協
会
（
陸
災
防
）

で
は
︑
７
月
１
日
か
ら
31
日

に
か
け
て
︑令
和
５
年
度
﹁
陸

上
貨
物
運
送
事
業
夏
期
労
働

災
害
防
止
強
調
運
動
﹂
を
実

施
す
る
︒

　

同
運
動
は
︑
労
働
災
害
防

止
の
重
要
性
に
つ
い
て
認
識

を
さ
ら
に
深
め
︑
労
災
防
止

を
図
る
た
め
に
実
施
す
る
も

の
︒﹁
荷
台
に
潜
む
危
険
の

芽　

命
を
守
る
昇
降
設
備
と

ヘ
ル
メ
ッ
ト
﹂
を
今
年
度
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
︑様
々
な
取

り
組
み
を
展
開
す
る
︒

　

陸
災
防
で
は
会
員
事
業
場

に
対
し
て
︑
経
営
ト
ッ
プ
自

ら
が
職
場
の
安
全
パ
ト
ロ
ー

ル
等
を
行
い
︑
労
災
防
止
に

つ
い
て
従
業
員
へ
の
呼
び
か
け

を
行
う
こ
と
︑
ま
た
安
全
管

理
者
や
安
全
衛
生
推
進
者
等

が
同
運
動
期
間
中
︑﹁
職
場

の
安
全
衛
生
自
主
点
検
表
﹂

に
よ
り
職
場
の
安
全
衛
生
点

検
を
行
う
こ
と
な
ど
︑
取
り

組
み
の
実
施
を
呼
び
か
け
て

い
る
︒

 

利
用
台
数
が
前
年
度
比
33

％
増
に

中
継
輸
送
拠
点

「
コ
ネ
ク
ト
エ
リ
ア
浜
松
」

　

中
日
本
高
速
道
路
㈱
（
Ｎ

Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
中
日
本
）
は
５
月

31
日
︑
新
東
名
高
速
道
路
浜

松
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア（
Ｓ
Ａ
）

下
り
線
隣
接
地
で
遠
州
ト
ラ

ッ
ク
㈱
と
共
同
運
営
し
て
い

る
︑
中
継
輸
送
拠
点
﹁
コ
ネ

ク
ト
エ
リ
ア
浜
松
﹂
の
令
和

４
年
度
の
利
用
状
況
を
発
表

し
た
︒

　

４
年
度
の
延
べ
利
用
台
数

は
約
１
万
台
と
な
り
︑
前
年

度
比
33
％
増
と
な
っ
た
︒

　

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
中
日
本
で

は
︑
コ
ネ
ク
ト
エ
リ
ア
浜
松

を
利
用
す
る
こ
と
で
関
東
・

関
西
間
の
日
帰
り
運
行
が
可

能
に
な
る
な
ど
︑
長
距
離
ト

ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
労
働

環
境
改
善
を
通
じ
︑
働
き
方

改
革
や
物
流
業
界
に
お
け
る

﹁
２
０
２
４
年
問
題
﹂
対
策

に
貢
献
す
る
と
し
て
い
る
︒

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
に

よ
る
貨
客
混
載
が
全
国

で
実
施
可
能
に

６
月
30
日
に
通
達
施
行

　

国
土
交
通
省
は
５
月
30

日
︑
貨
客
混
載
制
度
の
実
施

区
域
の
見
直
し
を
行
う
と
発

表
し
た
︒

　

こ
れ
ま
で
は
︑
貨
客
混
載

の
実
施
に
つ
い
て
︑
ト
ラ
ッ
ク

運
送
事
業
者
は
︑
過
疎
地
域

ま
た
は
過
疎
地
域
と
み
な
さ

れ
た
区
域
で
︑
人
口
３
万
人

に
満
た
な
い
市
町
村
（
過
疎

地
域
）
に
お
い
て
認
め
ら
れ

て
き
た
︒
国
交
省
で
は
令
和

４
年
に
︑
貨
客
混
載
に
係
る

現
行
制
度
下
で
は
カ
バ
ー
で

き
な
い
具
体
的
な
ニ
ー
ズ
等

に
つ
い
て
︑
全
国
的
な
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
︒
そ
の

結
果
︑
過
疎
地
域
以
外
に
お

い
て
も
貨
客
混
載
の
実
施
に

係
る
具
体
的
な
ニ
ー
ズ
が
一

定
程
度
確
認
で
き
た
こ
と
か

ら
︑
通
達
﹁
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
者
が
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
の
用
に
供
す
る
事
業

用
自
動
車
を
用
い
て
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
を
行
う
場
合

及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業

者
が
貨
物
自
動
車
運
送
事
業

の
用
に
供
す
る
事
業
用
自
動

車
を
用
い
て
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け

る
許
可
の
取
扱
い
及
び
運
行

管
理
者
の
選
任
に
つ
い
て
﹂

を
一
部
改
正
︒
ト
ラ
ッ
ク
運

送
事
業
者
は
︑
旅
客
自
動
車

運
送
事
業
の
許
可
を
取
得
し

た
上
で
︑
全
国
で
旅
客
を
運

ぶ
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒

　

な
お
同
通
達
は
︑
６
月
30

日
に
施
行
予
定
︒

 

高
速
道
路
の
適
正
管
理
・

機
能
強
化
を
推
進

改
正「
道
路
整
備
特
別
措
置
法
」

が
成
立

　
﹁
道
路
整
備
特
別
措
置
法

及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
高

速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機

構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
﹂
が
︑
５
月
31
日
に
開
催

さ
れ
た
参
議
院
本
会
議
で
可

決
︑
成
立
し
た
︒

　

同
法
律
は
︑
高
速
道
路
に

つ
い
て
︑
老
朽
化
や
国
土
強

靭
化
等
に
対
応
し
た
迅
速
か

つ
計
画
的
な
更
新
・
進
化
事

業
を
行
う
と
と
も
に
︑
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア
（
Ｓ
Ａ
）・
パ
ー

キ
ン
グ
エ
リ
ア
（
Ｐ
Ａ
）
に

お
け
る
利
用
者
の
利
便
の
確

保
の
た
め
の
機
能
高
度
化
に

資
す
る
無
利
子
貸
付
制
度
の

創
設
な
ど
︑
高
速
道
路
の
機

能
強
化
を
推
進
す
る
も
の
︒

高
速
道
路
の
料
金
徴
収
期
間

の
延
長
に
つ
い
て
は
︑
現
行

制
度
を
踏
ま
え
︑
料
金
徴
収

期
限
を
最
長
で
令
和
97
（
２

１
１
５
）
年
９
月
30
日
ま
で

設
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

令
和
４
年
度
﹁
下
請
法

の
運
用
状
況
﹂
等
を
公

表
道
路
貨
物
運
送
業
が

５
年
度
も
重
点
立
入
業
種
に

　

公
正
取
引
委
員
会
は
５
月

30
日
︑﹁
令
和
４
年
度
に
お

け
る
下
請
法
の
運
用
状
況
及

び
中
小
事
業
者
等
の
取
引
公

正
化
に
向
け
た
取
組
﹂
を
公

表
し
た
︒

　

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防

止
法
（
下
請
法
）
の
運
用
状

況
に
つ
い
て
は
︑
措
置
件
数

が
８
６
７
１
件
で
過
去
最
多

と
な
り
︑
う
ち
運
輸
・
郵
便

業
は
７
１
９
件
と
︑
全
体
の
８

・
３
％
を
占
め
た
︒
ま
た
︑

役
務
委
託
等
に
係
る
措
置
件

数
３
３
６
０
件
の
う
ち
︑
道

路
貨
物
運
送
業
は
５
９
４
件

（
全
体
の
17
・
７
％
）だ
っ
た
︒

　

そ
の
ほ
か
︑
５
年
１
月
か

ら
３
月
に
か
け
て
の
﹁
転
嫁

対
策
に
向
け
た
集
中
取
組
期

間
﹂
に
お
い
て
実
施
し
た
買

い
た
た
き
に
関
す
る
６
９
３

件
の
指
導
の
う
ち
︑
道
路
貨

物
運
送
業
は
１
１
８
件
で
︑

全
業
種
（
中
分
類
）
で
最
も

多
か
っ
た
︒

　

ま
た
公
取
委
は
同
日
︑
４

年
度
に
お
け
る
下
請
法
上
の

﹁
買
い
た
た
き
﹂
の
処
理
状

況
等
を
踏
ま
え
︑
５
年
度
の

下
請
法
上
の
重
点
立
入
業
種

と
し
て
︑
道
路
貨
物
運
送
業

を
筆
頭
に
５
業
種
を
選
定
︒

今
後
５
業
種
に
つ
い
て
重
点

的
な
立
入
調
査
を
実
施
す
る

と
と
も
に
︑
調
査
を
通
じ
︑

親
事
業
者
と
下
請
事
業
者
と

の
間
で
協
議
を
経
な
い
取
引

価
格
の
据
え
置
き
等
が
認
め

ら
れ
た
事
案
に
つ
い
て
は
︑

下
請
法
上
の
勧
告
ま
た
は
指

導
を
迅
速
か
つ
積
極
的
に
実

施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
︒

 

価
格
転
嫁
円
滑
化
に
関
す

る
特
別
調
査
を
実
施

調
査
票
・
Ｗ
ｅ
ｂ
で
回
答
可

提
出
期
限
６
月
21
日

　

公
正
取
引
委
員
会
で
は
︑

独
占
禁
止
法
上
の
﹁
優
越
的

地
位
の
濫
用
﹂
に
関
し
て
︑

労
務
費
︑
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス

ト
等
コ
ス
ト
上
昇
分
の
価
格

転
嫁
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い

る
か
な
ど
を
把
握
す
る
た

め
︑
特
別
調
査
を
実
施
︒
５

月
30
日
︑
11
万
超
の
事
業
者

に
対
し
調
査
票
を
発
送
し
た
︒

　

今
回
の
特
別
調
査
は
︑
令

和
４
年
12
月
27
日
に
公
表
し

た
﹁
独
占
禁
止
法
上
の
﹃
優

越
的
地
位
の
濫
用
﹄
に
関
す

る
緊
急
調
査
の
結
果
﹂
等
を

踏
ま
え
た
も
の
︒
今
回
の
書

面
調
査
で
は
︑
労
務
費
の
占

め
る
割
合
が
高
い
業
種
や
︑

同
緊
急
調
査
に
お
い
て
注
意

喚
起
文
書
を
送
付
し
た
事
業

者
に
調
査
票
を
発
送
し
︑
そ

の
後
の
取
り
組
み
状
況
を
確

認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
︒

　

公
取
委
で
は
︑
調
査
票
が

届
い
て
い
な
い
事
業
者
も
調

査
に
回
答
で
き
る
よ
う
︑
特

設
ペ
ー
ジ（
二

次
元
コ
ー
ド
）

を
開
設
︒
６

月
21
日
を
提

出
期
限
と
し
︑
事
業
者
か
ら

の
積
極
的
な
情
報
提
供
を
呼

び
か
け
て
い
る
︒

 

荷
主
７
７
７
者
に
対
し
注

意
喚
起
文
書
を
送
付

荷
主
と
物
流
事
業
者
と
の

取
引
に
関
す
る
調
査
結
果

　

６
月
１
日
︑
公
正
取
引
委

員
会
は
︑
令
和
４
年
度
に
お

け
る
荷
主
と
物
流
事
業
者
と

の
取
引
に
関
す
る
調
査
結
果

と
︑
優
越
的
地
位
の
濫
用
事

案
の
処
理
状
況
に
つ
い
て
公

表
し
た
︒

　

同
調
査
は
︑
荷
主
と
物
流

事
業
者
と
の
間
の
物
品
の
運

送
ま
た
は
保
管
に
係
る
継
続

的
な
取
引
を
対
象
と
し
︑
荷

主
・
物
流
事
業
者
向
け
に
書

面
で
実
施
さ
れ
た
も
の
︒
同

調
査
等
の
結
果
を
踏
ま
え
︑

現
下
の
労
務
費
︑
エ
ネ
ル
ギ

ー
コ
ス
ト
等
の
コ
ス
ト
上
昇

分
の
協
議
を
経
な
い
取
引
価

格
の
据
置
き
等
が
疑
わ
れ
る

事
案
に
つ
い
て
︑
荷
主
１
０

１
者
に
対
し
て
立
入
調
査
を

実
施
︒
ま
た
︑
独
占
禁
止
法

上
の
問
題
に
繋
が
る
お
そ
れ

の
あ
っ
た
荷
主
７
７
７
者
に

対
し
︑
具
体
的
な
懸
念
事
項

を
明
示
し
た
注
意
喚
起
文
書

を
送
付
し
た
︒

　

注
意
喚
起
文
書
を
送
付
し

た
荷
主
の
上
位
３
業
種
は
︑

﹁
協
同
組
合
﹂︑﹁
建
築
材
料
︑

鉱
物
・
金
属
材
料
等
卸
売

業
﹂︑﹁
化
学
工
業
﹂
の
順
で
︑

問
題
に
繋
が
る
お
そ
れ
の
あ

る
回
答
を
行
為
類
型
別
に
み

る
と
︑﹁
買
い
た
た
き
﹂︑﹁
代

金
の
支
払
遅
延
﹂︑﹁
代
金
の

減
額
﹂
の
順
だ
っ
た
︒

　

公
取
委
で
は
︑
同
調
査
結

果
を
受
け
︑
優
越
的
地
位
の

濫
用
に
該
当
し
う
る
具
体
的

な
事
案
に
接
し
た
場
合
に

は
︑
引
き
続
き
積
極
的
か
つ

厳
正
に
対
処
す
る
と
し
て
い

る
︒

 

優
越
的
地
位
の
濫
用
に
該

当
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
物

流
取
引
事
例
を
紹
介

独
占
禁
止
法
違
反
事
件
の

処
理
状
況

　

公
正
取
引
委
員
会
は
６
月

１
日
︑
令
和
４
年
度
に
お
け

る
独
占
禁
止
法
違
反
事
件
の

処
理
状
況
を
公
表
し
た
︒

　

４
年
度
は
︑
優
越
的
地
位

の
濫
用
に
該
当
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
事
案
な
ど
55
件
に
対

し
注
意
を
行
っ
た
︒
取
引
形

態
別
に
み
る
と
︑
物
流
取
引

が
14
件
と
︑
２
番
目
に
多
か

っ
た
︒
注
意
対
象
と
な
っ
た

行
為
類
型
を
取
引
形
態
別
に

み
る
と
︑
物
流
取
引
に
つ
い

て
は
︑﹁
減
額
﹂
が
35
件
中

11
件
と
最
も
多
く
︑
次
い
で

﹁
支
払
遅
延
﹂が
７
件
だ
っ
た
︒

　

ま
た
︑
独
禁
法
に
繋
が
る

お
そ
れ
の
あ
っ
た
︑﹁
優
越
タ

ス
ク
（
優
越
的
地
位
濫
用
事

件
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
）
が
注

意
し
た
主
な
事
例
﹂も
公
表
︒

物
流
取
引
に
つ
い
て
︑
①
減

額
︑
②
支
払
遅
延
︑
③
不
当

な
給
付
内
容
の
変
更
お
よ
び

や
り
直
し
︑
④
購
入
・
利
用

強
制
︑
⑤
そ
の
他
経
済
上
の

利
益
の
提
供
要
請
︱
︱
に
関

す
る
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
︒

災
害
発
生
前
に
も
緊
急

通
行
車
両
に
係
る
確
認

が
可
能
に９

月
１
日
か
ら

　
﹁
災
害
対
策
基
本
法
施
行

令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
﹂
お
よ
び
﹁
災
害
対
策
基

本
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
内
閣
府
令
﹂
が
９

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
の

に
伴
い
︑
緊
急
通
行
車
両
等

に
係
る
確
認
手
続
き
が
変
更

さ
れ
︑
指
定
行
政
機
関
等
の

車
両
に
つ
い
て
は
︑
災
害
発

生
前
に
緊
急
通
行
車
両
等
に

係
る
確
認
を
行
う
こ
と
が
可

能
と
な
る
（
別
掲
）︒

　

内
閣
府
で
は
︑
災
害
応
急

対
策
等
の
的
確
か
つ
円
滑
な

実
施
を
図
る
た
め
︑
指
定
行

政
機
関
等
の
車
両
に
つ
い
て

は
︑
可
能
な
限
り
事
前
に
確

認
を
受
け
る
よ
う
呼
び
か
け

て
い
る
︒

 
﹁
日
野
プ
ロ
フ
ィ
ア
﹂
の
車

検
証
を
差
し
替
え

日
野
自
動
車
認
証
不
正
に
伴
い

　

日
野
自
動
車
㈱
は
５
月
30

日
︑
認
証
不
正
に
係
る
自
動

車
検
査
証
（
車
検
証
）
の
差

替
え
に
つ
い
て
発
表
を
行
っ

た
︒

　

同
社
認
証
不
正
に
関
し
︑

燃
費
性
能
に
問
題
が
あ
っ
た

エ
ン
ジ
ン
を
搭
載
し
た
車
両

は
︑
車
検
証
の
排
ガ
ス
記
号

の
変
更
が
必
要
と
な
る
た

め
︑
車
検
証
の
差
替
え
を
行

う
必
要
が
あ
る
︒

　

貨
物
自
動
車
に
係
る
対
象

車
両
は
︑
同
社
が
平
成
29
年

６
月
か
ら
令
和
４
年
３
月
に

製
作
し
た
︑
大
型
ト
ラ
ッ
ク

﹁
日
野
プ
ロ
フ
ィ
ア
﹂︒
詳
細

熱
中
症
に
よ
る
死
傷
者

が
前
年
比
47
％
増
加

令
和
４
年
「
職
場
に
お
け
る

熱
中
症
に
よ
る
死
傷
災
害
の

発
生
状
況
」

　

厚
生
労
働
省
は
５
月
29

日
︑
令
和
４
年
﹁
職
場
に
お

け
る
熱
中
症
に
よ
る
死
傷
災

害
の
発
生
状
況
﹂（
確
定
値
）

を
公
表
し
た
︒

　

４
年
に
お
け
る
職
場
で
の

熱
中
症
に
よ
る
死
傷
者
（
死

亡
・
休
業
４
日
以
上
）
は
８

２
７
人
で
︑
前
年
比
２
６
６

人
増
︒
運
送
業
で
は
１
２
９

６
月
以
降
補
助
を
段
階

的
に
縮
減
し
９
月
末
で

終
了

燃
料
油
価
格
激
変
緩
和
事
業

　

経
済
産
業
省
資
源
エ
ネ
ル

ギ
ー
庁
は
︑
燃
料
油
価
格
の

高
騰
を
受
け
て
令
和
４
年
１

月
か
ら
実
施
し
て
き
た
燃
料

油
価
格
激
変
緩
和
対
策
事
業

に
つ
い
て
︑
６
月
以
降
段
階

的
に
縮
減
し
︑
９
月
末
で
終

了
と
す
る
︒

　

同
事
業
に
つ
い
て
は
︑
今

人
で
︑同
68
人
増
と
な
っ
た
︒

　

ま
た
︑
熱
中
症
に
よ
る
死

亡
者
数
は
30
人
で
︑
同
10
人

増
︒
運
送
業
で
は
１
人
が
死

亡
し
た
︒

　

死
亡
災
害
で
は
︑
多
く
の

事
例
で
暑
さ
指
数
（
Ｗ
Ｂ
Ｇ

Ｔ
）
を
把
握
せ
ず
︑
熱
中
症

予
防
の
た
め
の
労
働
衛
生
教

育
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
ま

た
︑﹁
休
ま
せ
て
様
子
を
見

て
い
た
と
こ
ろ
容
態
が
急
変

し
た
﹂︑﹁
倒
れ
て
い
る
と
こ

ろ
を
発
見
さ
れ
た
﹂
な
ど
︑

熱
中
症
発
症
時
・
緊
急
時
の

措
置
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い

年
１
月
か
ら
５
月
に
か
け
て

は
補
助
上
限
額
を
35
円
か
ら

25
円
ま
で
毎
月
2
円
ず
つ
引

き
下
げ
て
き
た
︒
６
月
か
ら

は
︑
補
助
を
段
階
的
に
縮
減

す
る
一
方
︑
高
騰
リ
ス
ク
へ

の
備
え
を
強
化
︒
具
体
的
に

は
︑
補
助
額
25
円
以
下
の
部

分
へ
の
補
助
率
を
引
き
下
げ

て
い
く
一
方
︑
補
助
額
25
円

超
の
部
分
に
対
す
る
補
助
率

を
引
き
上
げ
て
い
く
︒
そ
の

上
で
︑
同
措
置
に
つ
い
て
は

９
月
末
で
終
了
す
る
︒

な
か
っ
た
︒

　

厚
労
省
で
は
︑
①
暑
さ
指

数
の
把
握
と
そ
の
値
に
応
じ

た
熱
中
症
予
防
対
策
を
適
切

に
実
施
す
る
こ
と
︑
②
作
業

を
管
理
す
る
者
お
よ
び
労
働

者
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め
労

働
衛
生
教
育
を
行
う
こ
と
︑

③
衛
生
管
理
者
な
ど
を
中
心

に
事
業
場
と
し
て
の
管
理
体

制
を
整
え
︑
発
症
時
・
緊
急

時
の
措
置
を
確
認
し
︑
周
知

す
る
こ
と
︱
︱
を
呼
び
か
け

て
い
る
︒

経 産 省

公 取 委

内 閣 府
緊急通行車両等に係る確認手続き

（旧） 事前届出⇒事前届出済証の発行⇒災害発生⇒
車両の優先確認⇒証明書の発行および標章の
交付⇒緊急通行

（新） 事前確認⇒証明書の発行および標章の交付⇒
災害発生⇒緊急通行
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▼
怪
奇
な
面

相
を
し
た
人

形
﹁
ハ
ギ
ー

ワ
ギ
ー
﹂
が

幼
い
子
ど
も

達
に
大
人
気
だ
と
い
い
ま
す
︒
米
国
発

の
Ｐ
Ｃ
ホ
ラ
ー
ゲ
ー
ム
に
登
場
す
る
︑

逆
三
角
形
の
顔
に
ギ
ザ
ギ
ザ
の
歯
を
し

た
人
食
い
モ
ン
ス
タ
ー
で
す
︒
廃
墟
と

な
っ
た
お
も
ち
ゃ
工
場
に
巣
食
う
悪
魔

で
す
が
︑
子
ど
も
達
は
怖
が
る
ど
こ
ろ

か
︑
何
故
か
逆
に
﹁
可
愛
い
﹂
と
こ
の

人
形
を
買
い
求
め
︑
慈
し
む
よ
う
に
抱

き
か
か
え
て
い
ま
す
︒
大
人
は
︑
そ
の

異
形
な
見
た
目
で
﹁
恐
ろ
し
い
﹂
と
判

断
し
ま
す
が
︑
子
ど
も
は
直
感
的
に
﹁
可

愛
い
﹂
と
捉
え
る
の
で
し
ょ
う
︒
大
人

と
子
ど
も
で
は
︑
恐
怖
の
捉
え
方
も
︑

一
線
を
画
す
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
▼

日
本
全
国
に
残
る
迷
信
・
言
い
伝
え
や
︑

所
謂
﹁
都
市
伝
説
﹂
の
中
に
は
様
々
な

謎
が
あ
り
︑
そ
れ
は
︑
童
話
の
中
に
も

そ
っ
と
隠
れ
て
い
ま
す
︒
北
原
白
秋
・

西
條
八
十
と
並
び
︑﹁
三
大
童
謡
詩
人
﹂

と
謳
わ
れ
た
の
が
野
口
雨
情
で
す
︒
雨

情
の
代
表
作
﹃
七
つ
の
子
﹄
の
中
に
﹁
か

わ
い
い
七
つ
の
子
が
あ
る
か
ら
よ
﹂
と

い
う
歌
詞
が
あ
り
ま
す
︒
カ
ラ
ス
が
産

み
育
て
る
子
ど
も
は
精
々
四
羽
ま
で
と

い
わ
れ
︑
ま
た
︑﹁
七
つ
﹂
を
歳
と
捉
え

る
と
︑
カ
ラ
ス
は
成
鳥
に
な
っ
て
し
ま

い
﹁
謎
﹂
で
す
︒
雨
情
が
作
詞
し
た
当

時
の
定
義
で
は
︑﹁
七
歳
ま
で
は
神
様
か

ら
預
か
っ
た
子
ど
も
﹂
と
さ
れ
て
い
た

そ
う
で
す
が
︑
極
貧
な
生
活
が
背
景
に

あ
り
︑﹁
七
つ
の
子
﹂
と
い
う
言
葉
が
本

当
に
意
味
す
る
も
の
は
︑﹁
謎
﹂
の
ま
ま

で
す
︒
▼
さ
ら
に
︑
江
戸
時
代
に
そ
の

歌
詞
が
で
き
た
と
い
わ
れ
る
わ
ら
べ
歌

﹃
通
り
ゃ
ん
せ
﹄
の
中
に
は
︑﹁
行
き
は

よ
い
よ
い　

帰
り
は
こ
わ
い
﹂
と
い
う

歌
詞
が
あ
り
ま
す
︒
な
ぜ
﹁
帰
り
が
こ

わ
い
﹂﹁
難
し
い
﹂の
か
は
︑や
は
り﹁
謎
﹂

で
す
︒
ミ
ス
テ
リ
ー
め
い
た
童
謡
は
ほ

か
に
も
﹃
か
ご
め
か
ご
め
﹄
な
ど
数
多

く
存
在
し
︑
現
在
で
も
憶
測
を
呼
ん
で

い
ま
す
︒
こ
う
し
た
︑
童
謡
の
﹁
謎
が

謎
を
呼
ぶ
歌
詞
﹂
は
︑
江
戸
時
代
の
昔

か
ら
今
に
至
る
ま
で
︑
人
の
恐
怖
心
や

好
奇
心
を
か
き
た
て
て
や
み
ま
せ
ん
︒

▼
以
前
︑
母
の
生
家
が
あ
る
茨
城
県
守

谷
市
で
︑
叔
母
の
葬
儀
が
あ
っ
た
時
の

こ
と
で
す
︒
当
時
（
昭
和
30
年
代
）
は
︑

土
葬
の
風
習
が
残
っ
て
い
ま
し
た
︒
読

経
の
後
︑
棺
桶
を
土
中
に
納
め
︑
参
列

者
一
同
が
合
掌
す
る
中
︑
突
如
霧
雨
と

な
り
ま
し
た
︒
あ
た
り
一
面
が
濃
霧
に

包
ま
れ
る
と
︑
土
中
か
ら
火
の
玉
が
出

現
し
︑
参
列
者
の
周
り
を
漂
い
な
が
ら

実
家
の
あ
る
方
向
へ
向
か
っ
て
い
っ
た

の
で
す
︒
参
列
者
一
同
で
︑﹁
あ
れ
は
叔

母
の
魂
だ
﹂
と
叫
び
ま
し
た
︒
今
思
い

出
し
て
も
恐
怖
を
感
じ
る
︑
不
思
議
な

出
来
事
で
し
た
︒
▼
最
近
の
本
格
ホ
ラ

ー
小
説
と
い
え
ば
︑
芦
沢
央
著
﹃
火
の

な
い
と
こ
ろ
に
煙
は
﹄
で
し
ょ
う
︒
怪

談
を
テ
ー
マ
に
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ー
タ
ッ
チ
の
連
作
短
編
集
で
︑
読
み
進

め
る
う
ち
に
﹁
恐
怖
﹂
を
全
身
で
感
じ
︑

鳥
肌
が
立
ち
ま
す
︒
▼
し
か
し
︑一
番﹁
怖

い
﹂
の
は
︑
モ
ン
ス
タ
ー
で
も
︑
童
謡

の
謎
で
も
︑
人
魂
で
も
な
く
︑
生
身
の

人
間
か
も
知
れ
ま
せ
ん
︒
そ
の
反
面
︑

真
逆
の
﹁
愛
情
﹂
を
一
番
感
じ
さ
せ
て

く
れ
る
の
も
生
身
の
人
間
で
す
︒
不
思

議
な
も
の
で
す
ね
︒
そ
ん
な
素
敵
な
人

間
と
︑
人
は
一
生
の
中
で
︑
何
人
出
会

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
！

 

（
山
崎　

薫
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　国土交通省、経済産業省、農林水産省は 6 月 2 日、連名で、「物流の 2024
年問題」への対応を加速することを目的として、発荷主事業者・着荷主事業
者・物流事業者が早急に取り組むべき事項をまとめた「物流の適正化・生産
性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策
定した（二次元コード）。2024 年 4 月に、トラックドライバーの長時間労働
の改善に向け、トラックドライバーの時間外労働の上限が年間 960 時間とな
る一方で、物流の適正化・生産性向上について対策を講じなければ、2024 年
度には輸送能力が約 14% 不足し、さらに、このまま推移すれば 2030 年度に
は約 34% 不足すると推計されている。こうした中、政府では 6 月 2 日、「我
が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」（議長 : 松野博一内閣官房長官）が、
「物流革新に向けた政策パッケージ」を取りまとめ（関連記事 1面、3・4面
にパッケージの全文）、同パッケージに基づく施策の一環として策定したもの。
　同ガイドラインでは、トラックドライバーの 1 運行当たりの荷待ち、荷役
作業等にかかる時間が計約 3 時間となっていることから、これを各荷主事業
者の取組によって 2 時間以内とする。このため、発荷主事業者および着荷主
事業者に対して、荷待ちや荷役作業等にかかる時間を把握した上で、2 時間
以内を目指す。また、これを達成した場合や、既に 2 時間以内となっている
場合には、1 時間以内を目標に更なる時間の短縮に努めることや、物流への負
担となる商慣行の是正や、運送契約の適正化について定め
た。
　国交省では、関係省庁と連携して、今年中を目途に、荷
主企業や物流事業者に、同ガイドラインに沿って「自主行
動計画」を作成・公表するよう働きかけていくこととして
いる。

　効率的な物流を実現するためには、発荷主事業者、物流事業者（運送・倉庫等）、
着荷主事業者が連携・協働して、現状の改善を図るための取組を実施すること
が必要である。発荷主事業者、物流事業者及び着荷主事業者は、次に掲げる諸
事項に取り組むことを通じて、物流の適正化・生産性向上を図るものとする。

1. 発荷主事業者・着荷主事業者に共通する取組事項
⑴ 実施が必要な事項
▪物流業務の効率化・合理化
①荷待ち時間・荷役作業等にかかる時間の把握
　荷主事業者は、発荷主事業者としての出荷、着荷主事業者としての入荷に
係る荷待ち時間及び荷役作業等（荷積み・荷卸し・附帯業務）にかかる時間
を把握する。
※�荷待ち時間 1 とは、集貨又は配達を行った地点（集貨地点等）における到着

日時から出発日時までの時間のうち、業務（荷積み、荷卸し、附帯業務等）
及び休憩に係る時間を控除した時間（待機時間）を指す。

※�附帯業務とは、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、
保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
その他の運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務
をいう。

②荷待ち・荷役作業等時間 2 時間以内ルール
　荷主事業者は、物流事業者に対し、長時間の荷待ちや、運送契約にない運
転等以外の荷役作業等をさせてはならない。
　荷主事業者は、荷待ち、荷役作業等にかかる時間を計 2 時間以内とする。
その上で、荷待ち、荷役作業等にかかる時間が 2 時間以内となった、あるい
は既に 2 時間以内となっている荷主事業者は、目標時間を 1 時間以内と設定
しつつ、更なる時間短縮に努める（※）。
　また、荷主事業者は、物流事業者が貨物自動車運送事業法等の関係法令及
び法令に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配
慮をしなければならない 2。

※�トラックドライバーの 1 運行の平均拘束時間のうち、荷待ち、荷役作業等
にかかる時間は計約 3 時間と推計される 3。これを各荷主事業者の取組によ
って 1 時間以上短縮することを基本的な考え方とする。

③物流管理統括者の選定
　荷主事業者は、物流の適正化・生産性向上に向けた取組を事業者内におい
て総合的に実施するため、物流業務の実施を統括管理する者（役員等）を選
任する。物流管理統括者は、物流の適正化・生産性向上に向けた取組の責任
者として、販売部門、調達部門等の他部門との交渉・調整を行う。

④物流の改善提案と協力
　発荷主事業者・着荷主事業者の商取引契約において物流に過度な負担をか
けているものがないか検討し、改善する。また、取引先や物流事業者から、
荷待ち時間や運転者等の手作業での荷積み・荷卸しの削減、附帯業務の合理
化等について要請があった場合は、真摯に協議に応じるとともに、自らも積
極的に提案する。

▪運送契約 4 の適正化
⑤運送契約の書面化
　運送契約は書面又はメール等の電磁的方法を原則とする 5・6。

⑥荷役作業等に係る対価
　荷主事業者は、運転者が行う荷役作業等の料金を支払う者を明確化し、物
流事業者に対し、当該荷役作業等に係る適正な料金を対価として支払う。
　また、自ら運送契約を行わない荷主事業者においても、取引先から運送契
約において定められた荷役作業等を確認し、当該荷役作業が運送契約にない
ものであった場合も、発・着荷主事業者間で料金を支払う者を明確化し、当
該者から取引先又は物流事業者に対して別途対価を支払う。

⑦運賃と料金の別建て契約
　運送契約を締結する場合には、運送の対価である「運賃」と運送以外の役
務等の対価である「料金」を別建てで契約することを原則としなければなら
ない 7。

⑧燃料サーチャージの導入・燃料費等の上昇分の価格への反映
　物流事業者から燃料サーチャージの導入について相談があった場合及び燃
料費等の上昇分や高速道路料金等の実費を運賃・料金に反映することを求め
られた場合には協議に応じ、コスト上昇分を運賃・料金に適切に転嫁する 8。

⑨下請取引の適正化
　運送契約の相手方の物流事業者（元請事業者）に対し、下請に出す場合、
⑤から⑧までについて対応することを求めるとともに、多重下請構造が適正
な運賃・料金の収受を妨げる一因となることから、特段の事情なく多重下請
による運送が発生しないよう留意する 9。

▪輸送・荷役作業等の安全の確保
⑩異常気象時等の運行の中止・中断等
　台風、豪雨、豪雪等の異常気象 10 が発生した際やその発生が見込まれる際
には、無理な運送依頼を行わない。また、運転者等の安全を確保するため、
運行の中止・中断等が必要と物流事業者が判断した場合は、その判断を尊重
する。

⑵ 実施することが推奨される事項
▪物流業務の効率化・合理化
①予約受付システムの導入
　トラックの予約受付システムを導入し、荷待ち時間を短縮する。

②パレット等の活用
　パレット、カゴ台車、折りたたみコンテナ、通い箱等を活用し、荷役時間
等を削減する。また、�レンタルパレットや他社が所有するパレット等を活用す
る場合には、本来の目的以外で使用せず、使用後は所有者等に適切に返却する。
取引先や物流事業者からパレット等の活用について提案があった場合には、
協議に応じ、積極的なパレット等の活用を検討する。

③入出荷業務の効率化に資する機材等の配置
　指定時間に着車したトラックにおいて、フォークリフト作業員待ち等の荷
待ち時間が発生しないよう、適正な数のフォークリフトやフォークリフト作
業員等、荷役に必要な機材・人員を配置する。また、入出荷業務の効率化を
進めるためデジタル化・自動化・機械化に取り組む。

 
④検品の効率化・検品水準の適正化
　検品方法（納品伝票の電子化、検品レス化、サンプル検品化、事後検品化等）
や返品条件（輸送用の外装段ボールの汚れ、擦り傷があっても販売する商品
に影響がなければ返品しない）等の検品の効率化・検品の適正化を推進し、
返品に伴う輸送や検品に伴う拘束時間を削減する。

⑤物流システムや資機材（パレット等）の標準化
　物流に係るデータ・システムの仕様やパレットの規格等について標準化を
推進する。また、取引先や物流事業者からデータ・システムの仕様やパレッ
トの規格等の標準化について要請があった場合は、真摯に協議に応じるとと
もに、自らも積極的に提案する。
　パレットの活用に当たり、これからパレット化を図る荷主事業者は、平面
サイズ 1,100mm×1,100mm のパレットの導入を優先的に検討する。パレット
化実施済みの荷主事業者がパレット標準化を行うに当たっては、取り扱う製
品等に留意しつつ、�平面サイズ 1,100mm×1,100mm のパレットの採用を検討
する 11。
　物流に係るデータ項目の標準化に当たっては、「物流情報標準ガイドライ
ン 12」を参照し、ガイドラインのメッセージに準拠するなど、他データとの
連携ができるよう留意する。

⑥輸送方法・輸送場所の変更による輸送距離の短縮
　トラック輸送の輸送距離を短縮し、トラック運転者の拘束時間を削減する
ため、長距離輸送におけるモーダルシフト、幹線輸送部分と集荷配送部分の
分離、集荷先・配送先の集約等を実施する。

⑦共同輸配送の推進等による積載率の向上
　貨物の輸送単位が小さい場合には、他の荷主事業者との連携や物流事業者
への積合せ輸送の実施により、積載率を向上する。

▪運送契約 4 の適正化
⑧物流事業者との協議
　運賃と料金を含む運送契約の条件に関して、物流事業者に対して積極的に
協議の場を設ける。

⑨高速道路の利用
　トラック運転者の拘束時間を削減するため、高速道路を積極的に利用する。
また、物流事業者から高速道路の利用と料金の負担について相談があった場
合は、協議に応じ、高速道路の利用に係る費用については、運賃とは別に実
費として支払う。

⑩運送契約の相手方の選定
　契約する物流事業者を選定する場合には、関係法令の遵守状況を考慮す
る 13 とともに、働き方改革 14・15 や輸送の安全性の向上 16 等に取り組む物流
事業者を積極的に活用する。

▪輸送・荷役作業等の安全の確保
⑪荷役作業時の安全対策
　荷役作業を行う場合には、労働災害の発生を防止するため、安全な作業手
順の明示、安全通路の確保、足場の設置等の対策を講じるとともに、事故が
発生した場合の損害賠償責任を明確化する。

 
2. 発荷主事業者としての取組事項
⑴ 実施が必要な事項
▪物流業務の効率化・合理化
①出荷に合わせた生産・荷造り等
　出荷時の順序や荷姿を想定した生産・荷造り等を行い、荷役時間を短縮す
る。

②運送を考慮した出荷予定時刻の設定
　トラック運転者が輸配送先まで適切に休憩を取りつつ運行することが可能
なスケジュールが組めるよう出荷予定時刻を設定する。

⑵ 実施することが推奨される事項
▪物流業務の効率化・合理化
①出荷情報等の事前提供
　貨物を発送する場合に、物流事業者や着荷主事業者の準備時間を確保する
ため、出荷情報等を早期に提供する。例えば、出荷オーダー確定が当日にな
った場合、輸送手段を見込みで確保する必要が生じ、急な輸配送依頼や荷待
ち時間の発生につながるため、可能な限り出荷の前日以前に出荷オーダーを
行う。

②物流コストの可視化
　着荷主事業者との商取引において、基準となる物流サービス水準を明確化し、
物流サービスの高低に応じて物流コスト分を上下させるメニュープライシン
グ等の取組を実施し、物流効率に配慮した着荷主事業者の発注を促す。

③発荷主事業者側の施設の改善
　荷待ち・荷役作業等の時間の削減に資するよう、倉庫等の物流施設の集約、

④共同輸配送の促進、帰り荷の確保
　共同で輸配送を実施することにより、積載効率の向上に取り組む。また、
片荷となっている場合には帰り荷を確保することとなり、空車回送の削減に
つなげる。

⑤倉庫内業務の効率化
　自動化・機械化を進めるとともに、返品物流の減少や検品レスに向けた取
組を荷主事業者と連携して進める。

⑥入出庫ロットの大口化、平準化、受発注時間の前倒し
　入出庫ロットの大口化、物流波動の平準化、受発注時間の前倒し等を荷主
事業者と連携して進める。

 ▪労働環境改善に資する措置
⑦モーダルシフト、モーダルコンビネーションの促進
　トラックで輸送していた貨物について、荷主事業者に積極的に提案を行い、
大量輸送が可能な鉄道と船舶を活用して輸送するよう取り組む。
　船内でのトラックドライバーの休憩環境の整備に取り組む。

⑧中継輸送の促進
　トラック運送事業者は、運転者の日帰り運行を可能とし、労働環境の改善
を図るため、中継輸送に積極的に取り組む。

⑨高速道路の積極的な利用
　トラック運送事業者は、運転者の拘束時間等を削減するため、高速道路を
積極的に利用する。また、高速道路料金については、運賃とは別に実費とし
て収受するよう、荷主事業者に対して申し入れる。

⑩作業負荷軽減等による労働環境の改善
　自動化・機械化やパレット化により、荷役作業の負荷軽減や時間削減を図る。
特に、重量物を人力で持ち上げることを回避することや、物流拠点における
深夜労働等の削減に取り組む。

⑪働きやすい職場認証制度及び G マーク制度の推進
　トラック運送事業者は、働き方改革や輸送の安全性の向上等を図るため、「ホ
ワイト物流」推進運動に参加 26 するとともに、「運転者職場環境良好度認証制
度」（働きやすい職場認証制度）の認証 27 や、貨物自動車運送事業安全性評価
事業（G マーク制度）における「安全性優良事業所」としての認定 28 を積極
的に受ける。

▪運賃の適正収受に資する措置
⑫下請取引の相手方の選定
　下請トラック運送事業者を選定する場合には、関係法令の遵守状況を考慮 29

するとともに、働き方改革 26・27 や輸送の安全性の向上 28 等に取り組む下請ト
ラック運送事業者を積極的に活用する。

5. 業界特性に応じた独自の取組
　上記 1. から 4. までの取組について、業界特性上実施することができない事
項については、代替となる取組を設定して実施することとする。また、上記
1. から 4. までの取組に加えて、業界団体や関係事業者間で物流の適正化・生
産性向上のために合意した事項については、これを実施することとする。

新設・増設、レイアウト変更等、必要な改善を実施する。

④混雑時を避けた出荷
　道路が渋滞する時間や混雑時間を避け、出荷時間を分散させる。

⑤発送量の適正化
　荷待ち時間を削減するとともに運行効率を向上させるため、日内波動（例．
朝納品の集中）や曜日波動、月波動などの繁閑差の平準化や、隔日配送化、
定曜日配送化等の納品日の集約等を通じて発送量を適正化する。

 
3. 着荷主事業者としての取組事項
⑴ 実施が必要な事項
▪物流業務の効率化・合理化
①納品リードタイムの確保
　発荷主事業者や物流事業者の準備時間を確保し、輸送手段の選択肢を増や
すために、発注から納品までの納品リードタイムを十分に確保する。納品リ
ードタイムを短くせざるを得ない特別な事情がある場合には、自ら輸送手段
を確保する（引取り物流）等により、物流負荷の軽減に取り組む。

⑵ 実施することが推奨される事項
▪物流業務の効率化・合理化
①発注の適正化
　荷待ち時間を削減するとともに運行効率を向上させるため、日内波動（例．
朝納品の集中）や曜日波動、月波動などの繁閑差の平準化や、適正量の在庫
の保有、発注の大ロット化等を通じて発注を適正化する。
　発注の適正化にあたり、取引先がメニュープライシングを用意している場
合（2. ⑵�②参照）には、それを活用する。

②着荷主事業者側の施設の改善
　倉庫等の物流施設の集約、新設・増設、レイアウト変更等を行い、荷待ち
・荷役作業等の時間を削減する。

③混雑時を避けた納品
　道路が渋滞する時間や混雑時間を避け、納品時間を分散させる。

④巡回集荷（ミルクラン方式）
　着荷主事業者が車両を手配し、各取引先の軒先まで巡回して集荷する巡回
集荷（ミルクラン方式）の方が、より効率的な物流が可能となる場合は、発
荷主事業者との合意の上で、これを導入する。

 
4. 物流事業者の取組事項
⑴ 実施が必要な事項
・共通事項
▪物流業務の効率化・合理化
①業務時間の把握・分析
　荷主事業者による取組の前提として、運送時間、庫内作業時間、入出庫に
係る荷待ち時間及び荷役作業等（積込み・荷卸し・附帯業務）にかかる時間
を把握・分析し、物流業務の問題・課題を明らかにするなど、生産性向上に
向けた改善活動を実施する。

▪労働環境改善に資する措置
②長時間労働の抑制
　荷主事業者等からの依頼を受ける時点で、労働基準法令等を遵守できるか
どうか確認するとともに、他社に運送・保管等を委託する場合にあっては、
委託した下請事業者が労働基準法令等を遵守できるかどうか確認する。労働
基準法令等を遵守できない事例が確認された場合には、原因分析、改善策の
検討を行った上で、荷主事業者等との協議を実施する。

▪運賃の適正収受に資する措置
③運送契約の書面化
　運送契約は書面又はメール等の電磁的な方法を原則とする 17・18。

④運賃と料金の別建て契約
　運送契約を締結する場合には、運送の対価である「運賃」と運送以外の役
務等の対価である「料金」を別建てで契約することを原則としなければなら
ない 19。

⑤コスト上昇分や荷役作業等に係る対価の運賃・料金への反映に向けた取組
　労務費や燃料費等の運送に係るコスト上昇分や、運送契約に含まれない荷
役作業等への対価、高速道路料金、船舶運賃等の実費については、実運送事
業者や倉庫事業者が収受すべきものとして、荷主事業者等に対し、必要コス
ト負担について申し入れ、運送・保管・取引条件の見直し提案などの協議を
実施する。
　また、他のトラック運送事業者に運送を委託する場合にあっては、当該事
業者は、委託先の下請事業者が実運送事業者に対して実運送に係る必要な対
価を適正に支払っているか確認する。

⑥契約内容の見直し
　運送・保管実態等と契約内容が整合していない場合、契約内容の見直しを
実施する。

⑦下請取引の適正化
　下請に出す場合、③から⑥までについて対応することを求めるとともに、
多重下請構造が適正な運賃・料金の収受を妨げる一因となることから、特段
の事情なく多重下請による運送が発生しないよう留意する 20。

・個別事項（運送モード等に応じ、実施することが求められる事項）
▪労働環境改善に資する措置
⑧荷待ち時間や荷役作業等の実態の把握
　トラック運送事業者は、荷主都合による荷待ち時間が�30�分以上あった場合
や荷役作業等を行った場合は乗務記録に記載し、最低 1 年間は保存する 21・22。
　なお、荷待ち時間等の把握にあたっては、デジタル式運行記録計を活用す
ることにより、客観的な把握に努める。

▪運賃の適正収受に資する措置
⑨トラック運送業における多重下請構造の是正
　元請トラック運送事業者は、下請トラック運送事業者の名称や運送内容等
を整理したリストを作成し、実運送事業者を含む下請構造の把握に努める。
　下請トラック運送事業者は、その運送のうち一部又は全部を他の事業者に
請け負わせた場合、当該他の事業者の名称を請負元のトラック運送事業者に
報告する。

⑩「標準的な運賃」の積極的な活用
　トラック運送事業者は、「標準的な運賃」の考え方を活用し、自社の人件費、
燃料費、車両償却費等のコストを計算の上、自社運賃を算出し、荷主事業者
と積極的に交渉する。なお、荷主事業者との交渉にあたり、交渉力が十分に
備わっていないトラック運送事業者は、全国の運輸支局等に設置するトラッ
ク輸送適正取引推進相談窓口 23 や、国土交通省ウェブサイト上に設置した目
安箱 24 を適宜活用する。

⑵ 実施することが推奨される事項
・共通事項
▪物流業務の効率化・合理化
①物流システムや資機材（パレット等）の標準化
　物流に係るデータ・システムの仕様やパレットの規格等について、業種分
野横断的・業種分野別の物流標準化に関するアクションプラン・ガイドライ
ンを踏まえ、荷主事業者に積極的に提案することにより標準化を推進する。
パレットの活用に当たっては、取り扱う製品等に留意しつつ、平面サイズ�
1,100mm×1,100mm のパレットの導入を優先的に検討する。また、物流に係
るデータ項目の標準化に当たっては、「物流情報標準ガイドライン 25」を参照し、
ガイドラインのメッセージに準拠するなど、他データとの連携ができるよう
留意する。

▪運賃の適正収受に資する措置
②賃金水準向上
　賃金の原資となる運賃・料金の適正収受を進め、労働者の賃金水準の向上
に取り組む。出来高払いや残業代に依存する給与体系を見直し、基本給を向
上させるなど、賃金水準の向上に努める。

・個別事項（運送モード等に応じ、実施することが求められる事項）
▪効率化に資する措置
③トラックの予約受付システム等の導入
　トラック運転者の荷待ち時間を削減するとともに、電子伝票を導入する等
により、事前に入出庫情報を把握し、庫内作業の効率化を図る。
　トラック運送事業者は、配車計画システム等を活用した効率的な配送ルー
トの設定による輸送の効率化に取り組む。

（注）
1�荷待ち時間のうち、物流事業者都合による早期到着等は荷主事業者による把握及び削
減が困難であるため、荷主事業者においては荷主都合による荷待ち時間を把握すること
とする。なお、中・大型トラックによる運送については、トラック運送事業者において、貨
物自動車運送事業輸送安全規則（平成２年運輸省令第 22 号）第８条に基づき、荷主
都合による荷待ち時間が 30 分以上あった場合や荷役作業、附帯業務を行った場合は
乗務記録に記載することが義務付けられている。

2�荷主事業者が、貨物自動車運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為（違
反原因行為）を行っていることが疑われる場合、当該荷主事業者は、貨物自動車運送
事業法（平成元年法律第 83 号）附則第１条の２に基づき、国土交通大臣による働きかけ、
要請、勧告・公表の対象となる。なお、違反原因行為としては、「長時間の荷待ち」や「依
頼になかった附帯業務」、「運賃・料金の不当な据置き」等があげられる。

3�国土交通省「トラック輸送状況の実態調査（令和２年度）」
4�多くの場合、着荷主事業者が輸送条件（納品場所や納品時刻等）を指定し、これに基
づき発荷主事業者が輸送を手配しているが、着荷主事業者が輸送を手配する場合（引
取り物流）も存在する。

5�トラック運送業における書面化推進ガイドライン（平成 26 年１月22日、平成 29 年８月４日
改訂）
https://www.mlit.go.jp/common/001195720.pdf

6�標準貨物自動車運送約款（平成２年運輸省告示第 575 号）
https://www.mlit.go.jp/common/001280957.pdf

7�一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示（令和２年国土交通省告示第 75
号）においては、待機時間が 30 分を超える場合や、積込み、取卸しその他附帯業務
を行った場合には、運賃とは別に料金として収受することとされている。

8�荷主（元請を含む。）が貨物自動車運送事業者から燃料費の上昇分を運賃・料金に
反映することを求められたにもかかわらず、運賃・料金を不当に据え置くことは、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）や下
請代金支払遅延等防止法（昭和 31 年法律第 120 号）に違反するおそれがあると
ともに、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）附則第１条の２に基づき、
荷主への働きかけ、要請、勧告・公表の対象となる。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000011.html

9�公益社団法人全日本トラック協会「トラック運送業における適正取引推進、生産
性向上及び長時間労働抑制に向けた自主行動計画」（平成 29 年３月９日、令和４
年 12 月 26 日改定）においては、「適正取引確保や安全義務の観点から、全ての
取引について、原則、２次下請までに制限する。なお、２次下請は荷主からみて
３つの事業者が取引に関与している状況をいう。」とされている。

10�「異常気象時」の目安は国土交通省「台風等による異常気象時下における輸送の
目安」によるものとする。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001330342.pdf

11 官民物流標準化懇談会パレット標準化推進分科会中間とりまとめ（令和４年６月）
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001487773.pdf

12 物流情報標準ガイドライン
https://www.lisc.or.jp/

13 国土交通省自動車総合安全情報　行政処分情報
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi

14 賛同企業リスト（「ホワイト物流」推進運動ポータルサイト）
https://white-logistics-movement.jp/list/

15 運転者職場環境良好度認証制度認証事業者（自動車運送事業者の「働きやすい職
場認証制度」）
https://www.untenshashokuba.jp/?page_id=2597

16 公益社団法人全日本トラック協会「Ｇマーク制度について」
https://jta.or.jp/member/tekiseika/gmark.html

17 トラック運送業における書面化推進ガイドライン（平成 26 年１月 22 日、平成 29
年８月４日改訂）
https://www.mlit.go.jp/common/001195720.pdf

18 標準貨物自動車運送約款（平成２年運輸省告示第 575 号）
https://www.mlit.go.jp/common/001280957.pdf

19 一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示（令和２年国土交通省告示第
575 号）においては、待機時間が 30 分を超える場合や、積込み、取卸しその他附
帯業務を行った場合には、運賃とは別に料金として収受することとされている。

20 公益社団法人全日本トラック協会「トラック運送業における適正取引推進、生産
性向上及び長時間労働抑制に向けた自主行動計画」（平成 29 年３月９日、令和４
年 12 月 26 日改定）においては、「適正取引確保や安全義務の観点から、全ての
取引について、原則、２次下請までに制限する。なお、２次下請は荷主からみて
３つの事業者が取引に関与している状況をいう。」とされている。

21 貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成２年運輸省令第 22 号）第８条
22 貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について（平成 15 年３月 10 日）

第８条
23 トラック輸送適正取引推進相談窓口
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000004.html

24 荷待ち・荷役・燃料価格上昇などに関する輸送実態把握のための意見等の募集に
ついて
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000043.html

25 物流情報標準ガイドライン
https://www.lisc.or.jp/

26 賛同企業リスト（「ホワイト物流」推進運動ポータルサイト）
https://white-logistics-movement.jp/list/

27 運転者職場環境良好度認証制度�認証事業者�自動車運送事業者の「働きやすい職
場認証制度」
https://www.untenshashokuba.jp/?page_id=2597

28 公益社団法人全日本トラック協会「Ｇマーク制度について」
https://jta.or.jp/member/tekiseika/gmark.html

29 国土交通省自動車総合安全情報　行政処分情報
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi

物流の適正化・生産性向上に向けた
荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

経済産業省
農林水産省
国土交通省




